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会 議 の 経 過 
開 議 午前１０時００分   

  平成３０年９月６日（第２日目） 

 

議 長（佐藤孝悟君） 

   おはようございます。 

   ただいまから、平成30年平泉町議会定例会９月会議２日目の会議を開きます。 

   ただいまの出席議員は全員です。定足数に達しておりますので、会議は成立しました。 

   これから本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。この日程で進めることにご異議ございません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

議 長（佐藤孝悟君） 

   異議なしと認めます。 

   したがって、この日程で進めることに決定しました。 

   直ちに本日の日程に入ります。 

 

議 長（佐藤孝悟君） 

   日程第１、一般質問を行います。 

   昨日に引き続きまして、通告順に発言を許します。 

   通告４番、髙橋伸二議員、登壇質問願います。 

   ６番、髙橋伸二議員。 

６ 番（髙橋伸二君） 

   おはようございます。髙橋伸二でございます。 

   さきに通告してございます質問については、これまでの議会質疑における答弁及び町議会が去

る７月に開催をいたしました地域懇談会での町民の声を基軸に伺うものであります。特にも議会

と町民との懇談会の中では、議会と議員に対する町民からの信頼に係るような課題もなしとはい

たしません。このことは裏を返せば、議会質疑とその後の行政執行に携わる町の対応も含めて、

そうした課題への真摯な取り組みが問われていることにほかならないと考えるものであります。 

   言わずもがなでありますが、昨日、代表監査委員が述べましたように、住民の福祉の増進と限

りある財政の中で費用対効果を上げることが町の行政執行事務の基本であります。町長は演述の

中で、町の主役である町民と行政の距離を縮め、一緒にまちづくりができる環境づくりを目指す

と２期目の決意を披瀝をいたしました。私は、町長に対して有言実行の行政手腕をしっかりと発

揮をしていただくことを望みながら質問をさせていただきたいというふうに思います。 

   質問事項は２つでございます。 
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   １つは、行政課題全般の現状と対策、２つには、災害発生予想時の事前防災計画についてであ

ります。 

   行政課題全般の現状と対策についての要旨でございますが、平成27年から再開をしてきました

地域課題事業に対する取り組みがあるわけでございますが、未実施の地域課題に対する今後の実

施計画について伺うものであります。 

   ２つ目は、避難行動要支援者対策の取り組みが進められているわけでございますけれども、ま

だ個別計画の作成にまでは至っていないという現状の中で、現在の到達点について伺うものでご

ざいます。 

   ３つ目は、福島原発事故から７年余が経過をしたわけでございますが、生活環境分野における

除染の本町での対応についてお伺いをするものであります。 

   ４つ目は、食料品アクセス困難者、いわゆる買い物困難者と言われる方々が存在をしているわ

けでございますが、こうした方々に対する町としての対策についてお伺いをするものであります。 

   ５つ目は、第４次行革プラン後期基本計画のいわゆる中間点、３年目の取り組みが今進められ

ておるわけでありますけれども、この行革プランの取り組み目標に対する町としての達成率の評

価のあり方についてお伺いをするものであります。 

   質問事項２つ目の災害発生予想時の事前防災計画にかかわる要旨でございますが、１つは、学

校が避難所となった場合を想定した検証と方策について、この間の議論の中では整備を進めると

いうことになっているわけでありますが、その対応についてお伺いをするものであります。 

   ２つ目は、新たに岩手県教育委員会として学校版タイムラインを全県的に設置をしていこうと

いう方向づけがなされたことを受けて、本町の対応を伺うものであります。 

   以上の７点についての質問にさせていただきます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   青木町長。 

町 長（青木幸保君） 

   おはようございます。 

   それでは、髙橋伸二議員からのご質問にお答えをいたします。 

   はじめに、最初の行政課題全般の現状と対策についてのご質問の中の未実施の地域課題に対す

る今後の実施計画について伺うのご質問にお答えをいたします。 

   平成27年度からスタートした地域課題対応事業は、ハード事業、ソフト事業を問わず、各行政

区の地域課題を可能な限り解決するため行政区が主体となり、区長を中心として区民が相互に話

し合った上で地域の課題を整理し、さらにその課題を町が実施しなければ解決できない課題と、

行政区がみずからの地域力で解決できる課題とに振り分け実施しており、町が実施すべき事案に

ついては、緊急性や優先度を考慮しながら特別予算枠1,000万円の範囲内で順次予算を組み替え、

事業着手してきたところでございます。 

   平成27年度から平成29年度までの過去の３年間に出された要望件数は160件で、未実施件数は

91件となっています。このうち、道路改良事業や河川改修事業など予算規模が大きく、総合計画
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の実施計画に位置づけた上で別途検討が必要となる案件や、国、県、土地改良区が実施主体とな

る案件が53件となっており、関係機関への働きかけを継続的に行っているところであります。残

る38件につきましては、防火水槽や堤の泥上げ、町道支障木の伐採、枝打ち、排水路のＵ字側溝

化や交通安全施設に関することなどとなっておりますが、今後、各行政区長と協議しながら実施

してまいりたいと考えております。 

   次に、避難行動要支援者対策の現在の到達点について伺うのご質問にお答えをいたします。 

   国では、平成25年の災害対策基本法の一部改正により、避難行動要支援者名簿の作成を市町村

に義務づけられたところであります。そこで、さきの議会定例会６月会議の一般質問においても、

現在の取り組み状況について答弁させていただいておりますが、町では平泉町避難行動要支援者

避難支援計画に基づき、一定の要件に該当した方の名簿を調整し、避難行動要支援者名簿を完成

させたところであり、その後、名簿登載対象者に対し、個人の要支援者情報の避難支援等関係者

に対し、事前提供の同意、不同意の確認のための取り組みを実施したところであります。回収等

の状況については、直近の７月末現在、205名の方が回答。そのうち157名が同意すると回答をい

ただいており、回答率は約86％、同意率も約77％になっております。現在は、名簿の更新作業に

向けて取り組んでおり、その後、名簿更新を行った上で新たな名簿登載者に対しても同じように

情報提供への同意、不同意の調査を行っていく予定であります。 

   その後において、情報提供に同意された方を対象に要支援者情報のほか、地域支援者や地域情

報などを盛り込んだ個別計画の策定に向けての意向調査を行い、計画登録を希望する方について

は区長や民生児童委員などの地域関係者の協力をいただき、年度内に希望する要支援者の方の状

況を把握しながら、個別計画の策定に向けて取り組んでいく予定であります。 

   次に、生活環境分野における除染の対応について伺うのご質問にお答えをいたします。 

   町における除染の措置については、除染実施計画に基づき学校、保育所等をはじめとする公共

施設を中心に実施してきましたが、一方で生活圏の調査を進め、一般宅地については除染実施計

画に定める区域にかかわらず、町内全域を対象に行政区別の宅地調査や一般宅地のホットスポッ

ト調査、さらには測定器貸し出しなどにより生活圏域における放射線量の把握に取り組んできま

した。その結果、一般宅地の除染については、これらの調査を踏まえて軒下や雨どい下などで

0.23マイクロシーベルト毎時を超えるホットスポットが散見され、これまで５カ所の除染を実施

してきました。また、道路についても通学路を中心に調査し、１路線で路肩の除染を実施してい

ます。側溝土砂については、国による土壌の処理基準が示されていないことから、一斉清掃で泥

上げをしないよう行政区にお願いしておりますが、側溝土砂が大量に堆積し、側溝機能が著しく

損なわれている場合や放射線量が高いところがあった場合などに、側溝の状態や近くに現場保管

できる場所がないかなどについて行政区と相談しながら対応することとしております。 

   また、国に対して除去土壌の処理基準を早急に示すよう要望してきているところですが、現在、

環境省において実証事業を行うなど、検討なされております。 

   このように生活分野における放射線影響は多岐にわたっており、今後とも各種の放射線量調査

を継続しながら放射線量の把握に努め、必要な対策を講じていきたいと考えております。 
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   次に、食料品アクセス困難者対策について伺うのご質問にお答えをいたします。 

   買い物弱者対策については、現在、有効な方策について町内の販売事業者と情報交換をしてい

る段階です。町としましては、ひとり暮らしの高齢者または高齢者のみの世帯、重度障害者の方

を対象に、決まった時間にお弁当を届ける訪問給食を実施しております。各地で行っている代表

的な取り組みとしては、ＪＡいわて平泉やセブンイレブンが行っています食材販売や移動販売車

がありますが、今後は地域住民のニーズを把握し、どういった事業を立ち上げ、どう継続あるい

は展開していけばいいのか、また、民間事業者と行政、地域住民がどのような役割を担っていく

べきかについて検討してまいります。 

   次に、第４次行革プランの取り組み目標に対する達成率評価方法の検証について伺うのご質問

にお答えをいたします。 

   第４次行政改革プランの平成29年度の実績は、57の取り組み項目のうち50の実施で、達成率は

88％となっております。未達成項目は、町議会の委員会の会議内容を公表、審議会委員等への女

性の登用、政策評価の実施、経常収支比率の改善、工業団地の売却促進、庁舎維持コストの縮減、

企業誘致プロジェクトチームの活用の７項目でございます。未実施事項はもとより、他の項目に

ついても引き続き取り組みを行っていくこととしております。 

   なお、平成29年度の取り組み状況については、平成29年度の決算状況の公表とあわせて10月の

広報ひらいずみに掲載予定としております。 

   次に、２番の災害発生予想時の事前防災計画についてのご質問、学校が避難所となった場合を

想定した検証と方策の整備について伺うのご質問と学校版タイムラインの作成について伺うのご

質問につきましては、教育長から答弁をさせます。 

   以上であります。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   岩渕教育長。 

教育長（岩渕実君） 

   ご質問２点目の災害発生予想時の事前防災計画についてのご質問にお答えいたします。 

   まず、（１）の学校が避難所となった場合を想定した検証と方策の整備についてでございます

が、学校が避難所となった場合の教職員の対応方策については以前にもご質問があり、校長会議

でも協議を行ってまいりましたが、具体の計画策定までは至っておりません。 

   避難所の運営については、本来的には防災対策担当部局がその担当を担うものですが、学校が

避難所となる場合、避難所の運営、教職員の対応について次のようなことが考えられます。 

   避難所の運営方策について運営体制を定める場合には、災害対策担当職員が配置されるまでの

間、避難所運営に係る業務について対応することを見越した体制とするとともに、具体的な対応

について定めておく必要があり、児童生徒が在校中に学校が避難所となり、児童生徒への対応と

避難者への対応等が同時に求められることも見通していく必要があります。 

   また、教職員の対応について、児童生徒の在校中に発生した場合、児童生徒の安全確保を第一

に対応し、被害の状況等を踏まえながら校長の指揮監督のもと避難所の運営に協力していく必要
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がありますが、相当数の教職員は児童生徒の安全確保に係る業務に従事することから、避難所運

営に係る業務に対応可能な教職員は限定されたものにならざるを得ないものと考えます。 

   なお、学校が避難所となった場合、町が行う災害応急対策が円滑に実施されるよう協力、援助

すべき立場にあり、校長は発災時の初動体制等について町と協議を行い、具体的な教職員の役割

分担を決定しておく必要があります。 

   これらの運営方策、対応策を踏まえ、今後、防災対策担当部局、地域や自主防災組織と連携し、

学校避難所運営の方策の整備を図ってまいります。 

   次に、学校版タイムラインの作成についてでありますが、タイムラインについては、いつ、誰

が何をするのかをあらかじめ時系列で整理し、町、学校、自主防災組織等が連携して策定するこ

とにより、災害時に連携した対応を行うことができ、特にも予測できる台風、集中豪雨等による

災害に生かされるものと認識しております。 

   例として、災害時休校しても保護者が家にいない場合、どのように児童生徒の安全を確保する

かなど具体的な対策が求められることから、学校において防災行動を迅速に実施する等、災害対

応力の向上を目指すためにも必要なものと思われます。災害時に発生する状況をあらかじめ想定

し、事前に何を行わなければならないか、防災対策担当部局等と協議した上で、災害対応を時系

列で整理した学校版タイムラインの作成について今後検討してまいります。 

   以上でございます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   髙橋伸二議員。 

６ 番（髙橋伸二君） 

   それぞれ答弁をいただいたわけでございますが、最初に、いわゆる地域課題をめぐっての対応

についてお伺いをいたします。 

   答弁されました内容と資料請求をして出された資料がありますけれども、私なりにその内容を

分析してみれば、若干の食い違いがございます。それは評価の仕方なのでしょうから、しようが

ないのだろうというふうに思いますが、そこで、冒頭申し上げましたように、いわゆるこの間の

議会質疑あるいは議会の地域懇談会の中で出されたことを含めてお話をさせていただきたいと思

うのですが、いわゆる町道や生活道路に関する請願ないしは陳情あるいは行政区長などが取りま

とめてくれている地域課題、これらについて所管する産業建設常任委員会として、過去から昨年

度までの要望事項について、それぞれ現地に足を運んで実態調査をさせていただきました。そし

て、その結果を委員会として取りまとめて、現状がどうなっているのか、あるいは要望がされて

からどのような経年変化があるのか、あるいは環境の変化があるのか、そういったことを総括的

に分析をしながら、今のいわゆる緊急度合いなり、あるいは必要度合いなり、そういったものを

つけ加えて優先順位を設定しているというこの地域課題への対応について、所管委員会として一

つの提言をさせていただきました。 

   例えば、その提言の中では、Ａランク、早急にやらなければならないというふうにしているも

のの中に、町道の大槻田線だとか倉町線などがＡランクとして入っているわけなのです。しかし、
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所管委員会として調査をした結果とすれば、既にその要望があった時点から環境の変化が出され

ていて、現状に改良をする必要はないということなり、あるいは投資効果が全く見られませんね

と、こういうようなものがあると。一方では、大平線や、あるいはねずみ沢線など、極めて防災

上からも緊急性の高い路線があるのではないかと。このように取りまとめをして、いわゆる町の

順位のつけ方、あり方について一度見直しをすべきではないかというふうに取りまとめてきたわ

けですが、このことに対してはどのように現在取り扱われておられるのでしょうか。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   高橋建設水道課長。 

建設水道課長（高橋誠君） 

   要望、事業路線のランクづけにつきましては、議会のほうで私も一緒に見させていただいたわ

けですが、今お話のあったとおり、当時の状況ともう変化があるものも多々ございます。これに

つきましては、今後、ランクづけの見直しを検討してまいりたいというふうに思っております。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   髙橋伸二議員。 

６ 番（髙橋伸二君） 

   多分そういう回答が来るのだというふうに思っていたのですが、そうすると、44カ所、私が調

べたところでは、ああ、失礼、45カ所がいわゆる具体的にどのように応えていくか、対応してい

くかということが定まっていない。この45カ所のうち２カ所は総務課の関係、そして、残り43カ

所は建設水道課の関係なのです。なおかつ、平成30年度実施予定工事の中にも、見直しをしなが

ら、やっぱり現状に即した住民要望に応えていくという姿が計画の中にはあらわれていないと。

残念ながらそういう状況なのです。そのことを今、私はとやかく言うつもりはないのです。ただ、

やっぱり今、町長が答弁された中でも、未着工の箇所23カ所あると。その中に毎年毎年継続して

要望されているのが23カ所あるのです。そうすると、それについては、いかにやっぱり住民の期

待と必要性が高いかということをあらわしている証左ではないかと私は考えるのです。 

   したがって、次にお伺いするのですが、やっぱり地域課題対応事業を1,000万円でやろうとい

うのが土台、今日の住民要望なり地域の要望の中では困難性が高くなってきているのではないか

というふうに私は思います。簡単に言えば、財政的な裏づけができないから、要望として聞き取

っても、それに応えることができないというのが現実の姿だというふうに思うのです。 

   したがって、後期基本計画の中では、このように地域課題を位置づけているわけです。対応可

能な事業について行うと。それが1,000万だということなわけです。 

   同時に、この基本計画の中の地域課題をめぐる対応としてこのように書かれているのです。行

政区の間で実施箇所数及び事業費に不均衡が生じるという課題があると。このため、関係機関と

協議しながら検討することが必要だと。これは５年間の中で、後期基本計画５年間の中でこれを

検討するのだというふうに述べているわけです。 

   そうすると、私は次のような考え方を持つのですが、町当局の見解をお聞きしたいのですが、

それはどういうことかというと、平成28年度には地域課題への予算振りかえを行わないで、当初
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から各課の予算措置で事業実施したという実績が残っていますよね。そうすると、今ある行政区

の要望あるいは事業内容というのをきちんと精査をしながら、いわゆる地域活力推進費、これの

振りかえでもって実施する事業と、当初から各課の予算措置で実施をする事業に振り分ける必要

があるのではないかというふうに考えるのですが、いかがでしょうか。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   岩渕総務課長。 

総務課長（岩渕毅志君） 

   いずれ地域活力推進費1,000万円につきましては、本来の考え方といたしましては、町内21行

政区あるわけでございますけれども、これにつきましては、それぞれの行政区の方々の地域性等

も含めて、原材料支給を主体とした形で大体１行政区50万円相当ぐらいの予算の範囲内で順次、

区に協力いただきながら対応していく方向性ということで、事業実施をした際には位置づけてい

たところでございます。 

   ただ、今現在に至りましては、そういう小規模な形の部分の要望等が少なくなりまして、道路

改良等の、またはその道路維持、修繕等に該当するような内容の事業が大きくなっているという

ような状況がございます。その中で、その1,000万の予算を地域課題という形の中で捉えて、そ

の中で維持管理に該当するような内容については担当課であります建設水道課さんの予算のほう

に振りかえてやらせていただいているという状況になっているところでございますので、この辺

につきましては、今後またその内容等の検討は十分必要になる部分が出てくるのかなと思ってご

ざいます。 

   いずれ、本当にこれが地域課題という形の中で、要望ですから、地域課題には間違いないので

すが、本来であれば一般的な当初考えていた地域課題からはちょっとずれが生じてきているよう

な状況になっていることが散見されてございますので、それらについても今後検討してきたいと

いうふうには考えております。 

   以上でございます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   髙橋伸二議員。 

６ 番（髙橋伸二君） 

   認識とすればそう差異はないのだろうというふうに思うのでありますが、そういう中で、やや

もすると地域活力推進費が不用額として計上されるなどということがよもや出てくるということ

になると、やっぱり今答弁されたことの矛盾点として生じてくると思うのです。 

   そこで、先ほどの町長答弁を受けて、私は次のような考え方を持つのですが、答弁をいただき

たいと思いますが、今、課長が言われましたように、予算規模の大きいものについては非常に多

くなってきていると。そうしますと、町長も答弁で答えたように、やっぱり総合計画の中にきち

っとそういった事業といいますか、要望のあった事業というものを位置づけをしながら、複数年

度にわたる継続工事としての契約をまず考えられないのかと。そうすると、課題とすれば財政的

な問題が出てくるわけですが、そのときには、そのための起債の計画を含めてやっぱりしっかり
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と検討すると、こういうことが必要だろうというふうに思います。 

   そこで、この問題だけやっているわけにいかないので、最後に町長の見解をお聞きしたいので

すけれども、町長が所信表明演述で述べた、いわゆる町民と行政の対話を大切にして一緒にまち

づくりができる環境、さらにはお互いの顔が見える関係性をつくり、町民の安全確保が図られる

とこういうふうに述べています。私は、そうした取り組みの延長線上に町長が述べるところの町

民総参加のまちづくりが実効あるものとしてやっぱり広がっていくものだろうというふうに考え

ます。２期目の町政をかじ取りをする町長として、今お話をしました予算規模の大きいものにつ

いて、やっぱり総合計画の中に位置づけて、財政的な裏づけを含めてしっかりと取り組むと、そ

れが町民の要望、負託にしっかりと応えていくということにつながると思いますので、町長の政

治決断を求めたいと思うのですが、いかがでございますか。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   青木町長。 

町 長（青木幸保君） 

   先ほど課長が答弁した内容については、いずれ地域課題については、議員も前段指摘いただい

たように、やっぱり当初の目的というか、その中身が少しずつ状況が変わってきているというの

は事実であります。かつては、この平成27年から始まりましたけれども、以前も地域課題として

やった経過があります。その中には、やはり当初は本当に地域課題と称する部分でありましたし、

ことしはこういう地域をやるということで、実は区長さんたち全員で、１区さんはここやるとか、

14区さんはことしはこういうところをやっていただくとか、例えば７区さんはこういうとか、バ

スで移動しながら確認して歩いた経過があります。それはなぜかというと、実は、いや、うちの

ほうではもっとここやってほしかったのだけれども、でも、見てみたら７区さんのあそこのほう

がやっぱり、本当はおらほやっていただきたいのだけれども、そうだよなというのをやはり地域

の人にもきちっと認識していただきながら、特に区長さんたちには、その部分であれば、自分た

ちのはもう少し後でもいいなとかいうそういう状況をみんなで知りながら、まさに顔の見える、

そういう行政といいますか、地域の安心安全を本当にああ、みんなでこうしてやっていただいて

いるのだなというのを、地域の人たちにも顔が見える、そういうのがやっぱり本来、今後、町と

しても必要なのだろうと。 

   平成27年度からまたこの地域課題として始めさせていただきましたが、多くの課題を皆さんの

お力添えで徐々に徐々に直して、修正してやってきた経緯があります。いずれ今後、その内容等

をもっと精査しながら、これは地域課題としてではなく、例えば道路維持のほうでやるとか、道

路改良のほうでやれるとか、そのためには財政的な裏づけも当然議員指摘のとおりありますので、

いずれ今後、そういった見直しをきちっとやっぱりしていく、今そういう時期に来ているのだと

いうことであります。そういった意味では、区長会等とも協議も重ねさせていただきながら、さ

らに実施に向けて進めてまいりたいというふうに思いますので、ご理解を賜りたいと思います。 

   以上であります。 

議 長（佐藤孝悟君） 
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   髙橋伸二議員。 

６ 番（髙橋伸二君） 

   次に移ります。 

   避難行動要支援者対策の現在の到達点についてお伺いをするわけですが、名簿作成と同意確認

作業、それから、その先にある個別計画作成の進め方、これについてはこの間、同僚議員を含め

て質疑をしてきました。したがって、その中での経過を踏まえた上での回答を求めたいというふ

うに思います。 

   端的に申し上げます。205名中157名が情報提供に同意をされたということですが、48名の方と

いうのは不同意なのか、未回答なのか、お聞かせ願いたい。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   千葉町民福祉課長。 

町民福祉課長（千葉多嘉男君） 

   48名の分につきましては、未回答ということになってございます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   髙橋伸二議員。 

６ 番（髙橋伸二君） 

   そうしますと、未回答者に対する今後のアクションというのが必要になってくるわけでござい

ますが、十分それは考えているというふうに思われるのですが、私がちょっと心配するのは、答

弁の中でこのように言われたわけです。区長、民生委員などの地域関係者の協力を得るというふ

うに答弁をされました。そこで伺うのですが、区長、民生委員以外の関係者というのは誰を指す

のでしょうか。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   千葉町民福祉課長。 

町民福祉課長（千葉多嘉男君） 

   平泉町避難行動要支援者避難支援計画の中におきましては、区長様以外に関しましては、民生

児童委員協議会、社会福祉協議会、あとは自主防災組織という組織になってございます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   髙橋伸二議員。 

６ 番（髙橋伸二君） 

   その防災計画とこの個別計画作成の法的根拠は、位置づけは全く別だというふうに私は認識を

しています。したがって、一律に防災計画の中で示している社協の関係者と自主防の関係者を入

れるということはいかがなものかというふうに思います。なおかつ、岩手県が平成29年度に県内

の全市町村の存在する自主防災組織の実態調査を行っていますね。少なくとも、本町における自

主防災組織の評価がどのような評価をされているかということがまだ公表されていない。そうい

う中で、遅々としてこの個別計画作成までの事務作業が進まないから、社協関係者や自主防組織

に、まさに個人情報であるところの管理を委任をするというのはいかがなものかというふうに思
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いますが、見解をお聞きしたい。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   千葉町民福祉課長。 

町民福祉課長（千葉多嘉男君） 

   平泉町避難行動要支援者避難支援計画を作成するに当たりましては、上位計画であります平泉

町地域防災計画がございますが、その中でも自主防災と、あとは社会福祉協議会のほうにつきま

しても、事前に名簿提出を受ける組織だということもありますし、また、その防災計画のつくる

に当たりましての災害対策基本法というのがありますけれども、その中でも自主防災、社会福祉

協議会もその名簿を提出できる組織であるということでうたっておりますので、それに基づいて

この支援計画の中に名簿提出先といたしまして、社会福祉協議会、自主防災組織を挙げていると

ころでございます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   髙橋伸二議員。 

６ 番（髙橋伸二君） 

   後ほど同僚議員が同じ質問通告しているようですから、関係すると思いますので深くはやめま

すが、そういうことになってくると、いわゆるこの個別計画作成に向け、そして、それに伴う情

報提供のあり方に向けて、本町ではいわゆる条例制定がされていないわけです。そういう中で、

いわゆる何の公的責任も持たない自主防組織などに個人情報を提供するということについては慎

重に行っていく必要が私はあるのだろうというふうに思います。今後、推移を見ながら改めてこ

の点についてはお聞きをしたいというふうに思います。 

   そこで、一つ提案でございますが、町長は何度も言いますが、２期目の所信表明演述の中で、

町民の安全確保に努めるため、より速やかに避難情報等を届けることができるよう体制を整える

と、このように述べられました。きょうも朝からあの北海道の大きな地震の問題あるいは一昨日

までの台風21号の問題、さらに振り返れば、西日本の大雨の問題などなど、いつどこでどんなふ

うな災害が起きても不思議ではない今の国内外の状況であります。 

   そうしますと、やっぱり大規模災害の発生が予見されるときの対応として、町としても少なく

とも要支援者名簿に登録をされたという205名を対象にして、事前に電話連絡などでもって避難

行動の準備などを呼びかけると、このような配慮がなされて、まさに町長の言うところの避難情

報を届けることができるような体制を整えるということにつながると思うのですが、いかがです

か。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   青木町長。 

町 長（青木幸保君） 

   当然、今、議員がおっしゃるとおり、即実行していくという部分で大変大事なところでありま

す。特に災害対応は、いずれ予期せぬときに急に発生することがあります。ただ、今ご質問され

ている支援計画の中では、例えば民生委員、民生児童委員の方々、そして区長を中心にという、
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当初そんな形でやられていた行政区もあったのですが、区長会等々でやっぱり自主防災組織等も

一緒に入ってとかいろいろありました。いや、やっぱり個人情報の部分ということは非常に大変

複雑なところもあります。そして、先ほど、ではそれ以外というのは何を指すのかという質問も

ありました。その中で、やはりそういった方々ではなく、全く個人的に隣のあの人だと私も話で

きるし頼れるとか、そういう方もいるわけです。ですから、私は自主防災の人だとか、民生児童

委員だって、いや、俺は、私は民生児童委員でお世話になっている隣の誰さんにそういうとき助

けてもらいたいとか、そういう本当に個人的な、そしてプライベートな、そして、いざ何かあっ

たとき、すぐ、さあ逃げるぞとかとこう言ってくれるその人があの人だというようなことも、や

っぱり現場には多々あるわけであります。そういった意味では、今、民生児童委員さん、そして

区長さん、そして自主防災の組織の方々とその名簿をみんなで共有するのもどうなのかという議

論もされたのも事実であります。そういった中にある意味で今後必要なのは、やはり地域地域、

また、現場によってもかなり差があるのもあります。それは現実の話であります。そういったこ

とも町ではむしろきちっとそれを見定めながら、例えば11区さんには11区さんのそういう対応の

仕方、12区の区長さんにはやっぱりこういうふうな形でお願いしている。そして、向こうでも、

向こうというのは、区長さんたちからもうちのほうはこういうふうに対応するというそういった

綿密なものをうちの担当と町とやはり現場と、現場の担当する人たちとやっぱりきめ細かな対応

するということが最も大事なことだというふうに思っております。いずれ、今後そのような形で

対応させていただくということでご理解を賜りたいというふうに思います。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   髙橋伸二議員。 

６ 番（髙橋伸二君） 

   町長の言わんとしていることは理解できないわけではないのです。これは、各地の自主防災組

織がみずからの組織として自主的に地域のそうした高齢者あるいは体の不自由な方々に対する対

応を行うというのが極めて望ましいことであって、しかし、それを町の行政が指示をする、ある

いは要請をする。そういう内容とは趣が異なるというふうに思いますので、そういうことを前提

にしながら町長の考えについてはぜひ前向きに進めていただきたいというふうに思います。 

   次に移ります。 

   生活分野における除染の対応についてでございます。 

   もう16分しかないので、まだまだ課題があるのですが、端的にお伺いします。もう時間ありま

せん。町では今でも放射線量の定点観測を行っていますよね。そして、一番新しいのでは８月の

７日から調査をした、12日までだったかな。調査をした資料が公表されていますよね。その資料

の数値についてどのように認識をされているか、まずお伺いしたいと。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   千葉町民福祉課長。 

町民福祉課長（千葉多嘉男君） 

   今、町内では30カ所、公民館とか、あとは中学校等々の公共施設等を含めた場所につきまして
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計測しておりますけれども、やっぱり数値につきましてはかなり軽減されて、落ちついて低くな

ってきているということで感じているところでございます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   髙橋伸二議員。 

６ 番（髙橋伸二君） 

   もう少し踏み込んだお話が、答弁が来るかと思ったのですが、全くそのとおりなのです。答弁

にあった、いわゆる国が定めた基準の0.23マイクロシーベルトをもうはるかに下回っているわけ

ですよね。町内で一番高いのは0.12シーベルトというのが１カ所ある。あとは0.11というのが２

カ所ある。そんな程度なのです。これは岩手県も含めて、いわゆる側溝の汚染土砂も含めて空間

線量率が問題のないレベルまで達成をしたと、到達をしていると、こういうことを県はホームペ

ージで公表していますよね。 

   そういう状況の中で、実は先ほどの答弁にもあったわけですが、我が平泉では、そうした汚染

土壌の処理基準について、国の処理基準が示されていないから、あるいは近くに保管場所がない

から、そういう理由で住民の切実な要望に応えようとしていない姿がこの間ずっと来ているわけ

です。この間も議会の同僚議員の質疑の中で、例えば防火水槽のヘドロの除去だとか、あるいは

何度も議論、この場でもされた花立堤のヘドロの問題だとか、そういうものも先ほど話をした理

由でもって、実は放置をされてきている。住民の切なる現状に対する思いを放置をされてきてい

るわけなのです。 

   そこで、お伺いするのですが、県は国が示すべき処理基準を示していない中で、一関市と奥州

市と平泉町に対して、側溝汚泥などの処理と撤去に当たって、一時保管施設、これはコンクリー

ト構造物などを含めて、一時保管施設を設置する経費の財政支援と技術的支援を行っていますが、

奥州市や一関市は、この県の補助事業を使っているのですけれども、平泉では使っているのです

か、使っていないのですか。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   千葉放射線対策室長。 

放射線対策室長（千葉多嘉男君） 

   町道側溝等の土砂につきましては、先ほどお話ありましたとおり基準がございませんので、

8,000ベクレル以上につきましては国の補助事業ではありますが、それ以下につきましては県の

補助事業がございまして、２分の１補助ということがあります。それにつきましては、区長会等

で、そういった土砂があるのであれば、もし、言っていただければ、その県の補助事業を使って

やりますということはご説明しているところでございますが、今のところそういった申し出がな

いので、使っていないという状況でございます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   髙橋伸二議員。 

６ 番（髙橋伸二君） 

   やっぱり他人任せという言葉が、失礼に当たるかもしれませんけれども、もう少しやっぱり住
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民の声、町民の声に耳を傾ける姿勢というのを町長大事にすると言っているわけですから、そう

いう意味では、区長会でこういう制度がありますよということを話をすることも必要でしょうけ

れども、あわせて、やっぱり行政として、こういう保管場所を暫定的につくると、つくったとい

うことを含めて対応すべきではないかと思うのです。 

   それからもう一つは、行政区などに呼びかけをしていく場合の扱いとして、県は側溝土砂やた

めますなどの土砂のいわゆるセシウム量の減衰の効果を測定をしたデータを公表していますよね。

そして、その中で土のうを使った検査をやって、一定程度の評価ができて、これを実際に活用し

てほしいということでやっているわけです。したがって、土のう１袋1,500円と、ある意味ちょ

っと高価かもしれませんけれども、そういったものをやっぱり購入し、配布をしながら、地域の

皆さんが望む側溝や、あるいはためますなどの除染作業に使ってもらうということ。そして、県

はそうしたことに対する技術的支援もすると言っているわけですから、積極的にそうした制度を

活用すべきだというふうに思いますが、いかがですか。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   千葉放射線対策室長。 

放射線対策室長（千葉多嘉男君） 

   県のほうもそうでございますが、町といたしましても、土のうとか、そういった土砂の撤去に

必要な素資材につきましては、町で準備して処理をするということでやっておりますので、そう

いったことにつきましては、県とあわせた形で今後も引き続きやっていきたいと思っております。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   髙橋伸二議員。 

６ 番（髙橋伸二君） 

   次に移ります。 

   食料品アクセス困難者対策です。 

   もう残り時間少ないので絞ってお話をしますが、きのうの同僚議員の質問に対する答弁の中で、

地域公共交通会議を立ち上げて、望ましい公共交通のあり方を検討するとこのように答弁をされ

たわけでございますが、次のことを本町としても検討できないのか、提案をいたします。 

   １つは、移動手段が不十分な地域の生活交通の一つとして、スクールバス、患者送迎バス、こ

れを利用した一般住民を相乗りさせる混乗方式、まじって乗る方式です。混乗方式を取り入れて

いる自治体がよそではあるのですが、バスの運行を業者に委託契約をしていない、直営でやって

いる本町にすれば、行政の判断だけでこの混乗方式というのができるわけですから、ぜひ本町で

も検討していただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   八重樫まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（八重樫忠郎君） 

   買い物弱者につきましては、今現在、町長の答弁でもありましたように、事業者とも協議して

おりまして、役場で全てできればいいのですけれども、民間の力がどの程度使えるのかとか、ご
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協力いただけるのかということを今協議しておるところでございます。 

   それで、患者送迎バスにつきましては、おっしゃるとおり、そのような形でできないものかと

いうことは今検討は始めております。今現在のうちで使っている車自体がちょっと乗りおりしに

くいということもありますので、それらを含めてトータル的に検討したいというふうに思ってお

ります。その中で、この買い物弱者についての問題も民間のお力を借りられるところがあるので

あれば、そこもお借りしながら、よりよい方向にしたいということで、これらにつきましては、

できるだけ早くスピード感を持って対応してまいりたいというふうに思っておるところです。 

   ちょっとスクールバスにつきましては、恐らく教育委員会のほうでさまざまな法律等あるのか

もしれませんので、ちょっとそこら辺はわかりませんが、患者送迎バスにつきましては、そのよ

うな形でできるかどうかということを、あと、路線につきましても再度検討してまいりたいとい

うふうに思っておるところでございます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   髙橋伸二議員。 

６ 番（髙橋伸二君） 

   最後にお話のあった、いわゆる教育委員会関係といいますか、ＰＴＡの関係でいえば、やっぱ

り保護者からしてみれば、スクールバスに一般の方が乗られるということに対する不安というの

がないわけではありませんから、そういう意味ではＰＴＡの皆さん、保護者会含めて、やっぱり

やるとすればしっかりと意思疎通の上にやっていく必要があるだろうというふうに思います。町

長が呼びかけています地域コミュニティーづくりという点から言っても、この混乗方式というの

は、ある意味で児童生徒と地域住民の交流が図られる。なおかつ、登下校の見守りができるとい

うような、そういう意味ではコミュニティーの再構築につながるという大きな利点があります。

ぜひ患者送迎バスの運行時間帯の検証を含めて検討していただきたいというふうに思います。 

   次に移ります。 

   第４次行革プランの取り組み目標に対しての達成率、評価方法の検証についてです。 

   残念ながら、先ほどの町長の答弁では、評価方法についてただしたのですが、全くそこには触

れられていません。できれば再回答を求めたいところでありますが、準備されていないでしょう

から再回答はしませんけれども、いわゆる１つだけお伺いしておきたいと思います。行革推進委

員会の審議の中で、この評価の方法を変えないことにしたというふうに言われているわけであり

ます。私は昨年の９月会議で、やっぱりこの評価のあり方というのは矛盾があるのではないです

かと、きちっと統一するなり、あるいはあり方の再検討をすべきだというふうに申し述べました

が、提案をさせていただきましたが、全く変わっていない内容。なおかつ、平成28年度の実績資

料と平成29年度の実績資料は、私から言わせれば意図的にというふうに見えるのですが、５年間

の評価を外して、平成29年度分の評価に変えていると、こういう表記の仕方をしています。した

がって、これは、きょう時間ありませんからこれ以上やりませんが、別途機会を改めて取り上げ

させていただきたいと思います。 

   最後に、災害発生予想時の事前防災計画について、１つ目と２つ目をまとめてお伺いをします。 
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   教育長の答弁からうかがい知ることができるのは、教育委員会として大変な苦労をされながら、

関係するそれぞれの組織と対応に苦慮している姿が見えてくるわけでございます。言われるよう

に、この課題というのは教育委員会一人でどうこうできる問題ではありません。やっぱり町の行

政が主体となって、そして、そこに教育委員会がかかわってはじめて１つの成果物ができると、

こういうふうに私は思うのであります。３月議会で提起をしながら、いまだそれが進んでいない

というのはどこに原因があるのか、ここでどういう言うつもりはありません。やっぱり改めて町

行政として、教育委員会と連携をとってしっかり対応していくということが求められていると思

うのですが、いかがですか。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   岩渕教育長。 

教育長（岩渕実君） 

   先ほども答弁申し上げましたけれども、昨年の12月会議において、議員から大規模災害時の学

校における避難所運営についてというご質問いただきました。その後ですけれども、なかなか校

長会議等では協議をしてきてはいるのですが、具体的に教育委員会として各学校に指示をして、

その運営計画について策定をというふうなところまでは至っておりませんでした。ことしの７月

の27日付で、文科省から改めて避難所運営の協力に関する留意事項の通知が出されております。

これは、いわゆる西日本の大規模災害が続いているというふうなことを踏まえて、改めて通知さ

れたものというふうに思います。８月８日に県教委からは、各市町村教育委員会に対して留意事

項が出たのでというふうなことで知らせがあったところであります。 

   そういったことを踏まえて、これから改めて再度避難所運営についてということで、校長等と

話し合いをしていきたいというふうに思いますが、昨年の12月会議のときにお話をしなかったの

ではないかなと思っていますけれども、本町の小中学校の教職員のうち、2011年3.11の大震災発

災時に沿岸の小中学校に勤務していた者を調べてみました。今年度の部分でありますけれども、

平泉小学校で釜石の双葉小にその時点で勤務していた者が１人、それから、長島小学校は岩泉・

小本小、宮古・藤原小、大船渡・猪川小、大槌・安渡小というふうな形で、中学校もいますけれ

ども、そういった方々を生き字引にしながら、学校でまず検証してみると、どういうふうに動け

ばいいかということを考えてみるということが必要かなと、そこからだというふうに思っており

ました。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   髙橋伸二議員。 

６ 番（髙橋伸二君） 

   最後に一言だけ。学校保健安全法というのがあります。その中にＰＤＣＡサイクルという取り

組みが定められています。まさに今、教育長がお話になられたさまざまな災害をめぐって、その

ことが町の中に求められているのだろうということを発言をさせていただきまして、質問を終わ

ります。 

議 長（佐藤孝悟君） 
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   これで髙橋伸二議員の質問を終わります。 

   暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時０２分 

再開 午前１１時１５分 

 

議 長（佐藤孝悟君） 

   再開します。 

   通告５番、升沢博子議員、登壇質問願います。 

   ７番、升沢博子議員。 

７ 番（升沢博子君） 

   通告５番、升沢博子でございます。 

   さきに通告しておりました３点について質問をいたします。 

   １点目でございます。 

   大型投資事業の計画に伴う財源の確保と見通しについて伺います。 

   １つ目ですが、借金に頼らずに税の収入などで１年間の支出を賄うことができるかの収支バラ

ンス、プライマリーバランスについて、第４次行政改革の中で平成29年度までは黒字化を達成し

ています。今後、計画期間の黒字化の維持は可能かについて伺います。 

   ２点目でございます。 

   積極的な投資事業により、平成33年度が多額の起債発行となります。今後見込まれる公共施設

の老朽化、人口減少による交付税の減額など健全化判断比率の上昇、基金の減少などが懸念され

ますが、安定的な財政運営が図られるのでしょうか。 

   大きな２点目でございます。 

   「チーム平泉」の目指すものについて。 

   急速な高齢化と人口減少の中で、魅力あるまちづくりを目指して町長は町民総参加の「チーム

平泉」を掲げたと理解をしております。そこで今求められているのは、町民みずからが主体的に

チームづくりに参画するまちづくりと考えますが、町長の目指す「チーム平泉」の形について伺

います。 

   大きな３点目でございます。 

   自主防災組織の役割について伺います。 

   自主防災組織は、自分たちの地域は自分たちで守るという地域住民の自主的な組織と認識して

います。近年、西日本豪雨、そして台風21号被害、そしてけさの北海道地震と、これも地球温暖

化による異常気象からの予測のできない災害が多発しているわけでございます。災害の少ない当

地域においても、高齢化による地域事情の変化などから防災意識を高めることと、自主防災活動

の必要性について改めて考えてみたいと思います。 

   そこで、自主防災組織の現在、平泉町は行動マニュアルなど町全体としての横断的な取り組み
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の支援は町としてどのように行っているのでしょうか。 

   ２つ目、災害時の要支援者避難の支援に当たることも考慮した共助としての組織育成が必要で

はないでしょうか。 

   ３つ目です。 

   各自主防災組織間の情報共有など、お互いの活動に学ぶような取り組みを図るために行政の支

援が必要ではないでしょうか。 

   以上、３点について質問いたします。よろしくお願いします。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   青木町長。 

町 長（青木幸保君） 

   升沢博子議員からのご質問にお答えをいたします。 

   はじめに、最初の大型投資事業計画に伴う財源の確保と見通しについてのご質問であります。 

   プライマリーバランス黒字化の維持は可能かのご質問にお答えをいたします。 

   プライマリーバランスの黒字化については、行財政改革プランにおいても取り組み項目の一つ

としているところですが、大型投資事業の計画に伴い、スマートインターチェンジ完成予定の平

成32年度及び社会教育施設建設年度の平成33年度の２カ年度については、起債額の発行増大によ

り赤字の見込みとなります。両事業完了後に投資事業の抑制を計画しておりますことから、平成

32年度から平成35年度の４年間、トータルでプライマリーバランスの黒字化することとしており

ます。 

   次に、積極的な投資事業により平成33年度が多額の起債発行となる。今後見込まれる公共施設

の老朽化、人口減少による交付税の減額など健全化判断比率の上昇、基金の減少などが懸念され

るが、安定的な財政運営が図られるかのご質問にお答えをいたします。 

   当町の平成29年度決算では、税収は過去最高額となり、今後も人口減少となる中、町税等の収

納率向上と未収入債権の回収促進、町内企業の育成と企業立地、企業誘致など、町税等の収入増

に向けた取り組みにより、安定した財源の確保に努めてまいります。 

   また、今後予想される公共施設の老朽化対策経費につきましては、事前修繕等により各施設の

長寿命化を図るなど、経費の削減に努めることとしております。 

   大型投資事業に備え、平成29年度で財政調整基金へ6,746万2,000円、減債基金へ2,896万2,000

円の積み立てを行ってきたことから、平成29年度末現在で両基金とも過去最高の残高を有してお

りますし、これらの財源を有効に活用し、財政運営をしていく考えでございます。 

   なお、重点施策については、優先度に応じた財源の配分を図り、選択と集中を進め、創意と工

夫をこらすなど限られた財源の重点的かつ効果的な活用に努めてまいります。 

   歳入に見合った歳出が予算の基本であると考えますので、スクラップ・アンド・ビルドの原則

を徹底し、財政健全化に向けた取り組みを進めてまいります。総合計画の目標値達成に向けた財

政計画を毎年度見直しながら、行財政運営に努めてまいります。 

   次に、２番の「チーム平泉」の目指すものはのご質問の急速な高齢化と人口減少の中で魅力あ
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るまちづくりを目指して掲げた町民総参加の「チーム平泉」と理解している。そこで今求められ

ているのは、町民みずからが自主的にチームづくりに参画するまちづくりと考えるが、町長の目

指す「チーム平泉」の形について伺うのご質問にお答えをいたします。 

   やはり第一に町民の皆様の声を聞くことであります。これからも議会は当然のこと、区長会や

各委員会等の町民の代表の皆様との直接対話を行ってまいりますし、若者会議や地域懇談会も開

催してまいります。この直接対話を行う場合、平泉町のコンパクトなまちという特性が非常に大

事になってまいります。行政ができることは議会と一体となって行政が行いますが、その上で、

町民の皆様にも何ができるかを考えていただきたいのであります。行政、議会、町民の皆様方そ

れぞれの役割を果たし、持続可能な社会をつくっていく。これこそがコンパクトな平泉だからこ

そできるまちづくり、「チーム平泉」だと考えております。 

   次に、３番の自主防災組織の役割についてのご質問の自主防災組織の行動マニュアルなど、町

全体としての横断的な取り組みの支援はどのように行っているのかのご質問にお答えをいたしま

す。 

   現在のところ、自主防災組織の行動マニュアル等は作成しておりませんが、研修会の開催や消

防団と合同の水防訓練を行いながら、各地区の自主防災組織の情報共有を図るとともに、地域防

災への関心を高められるよう支援に努めているところでございます。全国的に集中豪雨などによ

る被害が多発していることから、今後も研修会や意見交換などの開催を図りながら、地域防災の

向上に努めてまいります。 

   次に、災害時の要支援者避難の支援に当たることも考慮した共助としての組織育成が必要では

ないかのご質問にお答えをいたします。 

   災害時には、まず、自分や家族の安全を確保する自助、続いて、近所や地域の方々と助け合う

共助と言われるように、要支援者の支援も含め、お互いの顔がわかる近所同士、行政区内での支

援が互いに安心できるものであり、そのためには日常から地域での助け合いについて備えていく

ことが必要であると認識しております。地域において、ともに助け合う組織づくりが図られるよ

う町といたしましても学習会や情報共有などの機会を設け、育成の支援に努めてまいりたいと考

えております。 

   次に、各組織間の情報共有など互いの活動に学ぶような取り組みを図るために行政の支援が必

要ではないかのご質問にお答えをいたします。 

   （１）の質問の回答と重複しますが、研修会の開催や消防団と合同の水防訓練を行いながら、

各地区の自主防災組織の情報共有を図るとともに、地域防災への関心を高められるよう努めてい

るところでございます。今後も、研修会などを通じて各自主防災組織の活動の参考となり、災害

などが発生した際には迅速な行動がとられるよう支援していきたいと考えております。 

   以上であります。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   升沢博子議員。 

７ 番（升沢博子君） 
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   それでは、何点か再質問をさせていただきます。 

   先に３点目の自主防災組織の役割についてのほうから質問を進めてまいります。 

   この自主防災組織につきましては、実は平成24年、平成23年の東日本大震災を受けて、平成24

年の１月に女性団体が自主防災組織のシンポジウムといいますか、地域から担当者に出ていただ

きまして、パネルディスカッションを行った経緯があります。これは平成24年の１月に行ったと

ころでした。その事前に、自主防災組織を立ち上げているかいないかという21行政区にアンケー

トを行いまして、東日本大震災の取り組み、あるいはどういった組織体制になっているか、そう

いったところを聞いた経緯があります。その時点で17、平成24年の１月で17の自主防災組織が立

ち上がっておりまして、平成24年の４月に20行政区に自主防災組織ができ上がったというふうに

思っております。現在、平成24年から６年が経過したところでございますが、現在の自主防災組

織、どういった組織体制、全体の連絡会、そういったものになっているのか。その連絡会の設置

要綱、そういったところもあるのかどうか、そこについて伺います。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   岩渕総務課長。 

総務課長（岩渕毅志君） 

   自主防災組織のまずはその設置行政区数でございますけれども、今現在で町内21行政区中20区

が自主防災組織を設置していただいているところでございます。 

   それから、その自主防災組織、それぞれの区の自主防災組織の総合情報交換の場所として連絡

会を設けてございます。その連絡会の中には、自主防災組織を設置しておりません区につきまし

てもお話しがけをさせていただきまして、ぜひそっちのほうにも参加していただきながら、今の

現状を、災害対応等の現状、これから自助、共助の対応の仕方等々についての話題提供等も含め

ながらお話させていただいているところでございます。 

   以上でございます。 

   それから、自主防災組織の設置要綱というものは、全体の協議会等を開催した際に、案という

形でお示しした経緯はございます。それぞれの自主防災組織で、その内容等若干違ってきますの

で、マニュアル化をしているわけではございませんけれども、案という形でのお示しした経緯は

ございます。 

   以上でございます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   升沢博子議員。 

７ 番（升沢博子君） 

   その連絡会はどういった活動内容、年間を通した活動を行っているのかについて伺いたいと思

います。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   岩渕総務課長。 

総務課長（岩渕毅志君） 
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   全ての自主防災会の活動内容を把握しているわけではございませんけれども、主に、ある行政

区におきましては、運動会等の空き時間を使いながら防災訓練等々の説明をする、または、区で

の避難訓練等の実施をするというようなことの自主防災組織もありました。 

   それから、それぞれ連絡会としての活動につきましては、各自主防災会から実際行っている状

況等の把握というようなことで、その中での情報共有を図りながら、それぞれ各自主防災組織で

不足している部分とか、それらを補っていただくためにも情報共有の場としての連絡会というふ

うな内容となっているのが現状でございます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   升沢博子議員。 

７ 番（升沢博子君） 

   各20自主防災の組織に対して、町としては補助金は、立ち上げのときの補助はしていると思う

のですけれども、機材、そういったものに対しての補助は行っていますか。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   岩渕総務課長。 

総務課長（岩渕毅志君） 

   初期段階で、各行政区で立ち上げる際の10万円の補助というのは、立ち上げる際の１回限りで

ございますので、それは実施した経緯がございます。ただ、その他の活動に対する補助は今現在

は実施してございません。ただ、コミュニティー助成制度というものがございまして、その中で

きちんとした取り組み内容等の申請等を出していただければ、そのコミュニティー助成制度を活

用して、最大上限250万円の範囲内での備品整備等を含めた整備は可能であるというような内容

になっているものがございます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   升沢博子議員。 

７ 番（升沢博子君） 

   各自主防災組織の活動について、私も自分の把握している部分をちょっとお聞きしたりもいた

しましたが、非常にきめ細かな活動をしている地区もあれば、やはりなかなか地域として取り組

みができないと。そして、何をやればいいか、そういった指針というものがないのでわからない

というそういった声もあります。今お聞きしたかったのは、これはあくまでも自主、防災計画の

中でも自主的に自分たちの自助、そして共助という形でこういったところを組織していくという

ことは理解はしておりますけれども、町としてその自主防災を活性化をさせるための取り組みと

して、もう何年も経過しておりまして、最近のいろいろな災害の中でやはりそういったところが

問われてくるのではないかと思うのですが、その指針といいますか、そういったところを町とし

てつくる考えはございませんか。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   岩渕総務課長。 

総務課長（岩渕毅志君） 
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   取り組み、指針の作成でございますけれども、今現在はその計画は持ち合わせておりませんけ

れども、いずれ自主防災組織そのものにつきましては、自助、共助と申しますけれども、一番大

切なのは、災害時に自分の身、自分の家族の安全を守るというものが一番大切だと思っています

ので、まずはそれのための啓発等が一番重要になってくる内容の業務であるというふうには思っ

てございます。いずれ今後マニュアル化をする、しないについては、この場では答弁は控えさせ

ていただきますけれども、いずれ基本となる考え方というものはあって、これは非常に参考にな

るものであるかなとは思ってございますので、それらの必要性につきましても、先進の取り組み

をしているような自治体さんの状況等も勘案しながら、検討はさせていただきたいというふうに

は思ってございます。 

   以上でございます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   升沢博子議員。 

７ 番（升沢博子君） 

   平成29年11月からことしの３月にかけて、岩手県が県内自主防災組織の実態調査を行って、内

容が開示されております。その中のやはり取り組みについて、各自治体も活性化、そういったと

ころに取り組むようにということも県としては言っているところです。それで、平泉町の、多分

役場を通しての実態調査だったのか、その辺については了解しておりますか。ご存じか伺います。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   岩渕総務課長。 

総務課長（岩渕毅志君） 

   実態調査につきましては、これは県のほうからの状況把握というようなことでの文書がまいり

まして、その中での実態調査の結果を取りまとめたものであったというふうに認識してございま

す。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   升沢博子議員。 

７ 番（升沢博子君） 

   対象数ということで2,236組織、県内にあって、回収が1,794組織ということで、各自主防災組

織のほうにこういったアンケート調査が来ているようでございます。それで、やはりその中でマ

ニュアルを作成しているところが40％、作成していないが50％というところで、これが現状のよ

うでございます。やはり自主防災組織の、今、課長もおっしゃいましたように、町内の中でも自

主的にかなり活発な取り組みをしている地域もあるわけなのですけれども、そして、最近ちょっ

と耳にしたところで、一関の中里地区の防災活動を基軸としたまちづくりということで、平成29

年度の消防庁長官賞も受けているようですけれども、やはりまちづくりというものが防災を基軸

にしたということで、今後地域がなかなか人口が減って高齢化が進んでいく中で、そういったと

ころの取り組みが非常に必要になってくると思いますが、平泉の中で自主防、そういったところ

のてこ入れといいますか、そういった考えをお聞きしたいと思いますが、いかがでしょうか。 
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議 長（佐藤孝悟君） 

   岩渕総務課長。 

総務課長（岩渕毅志君） 

   各区の自主防災組織に任せということではなく、自治体組織、町側からのいろいろな形の指導

等、これは必要なものだと思ってございます。いずれあくまでも自主防災組織はボランティア組

織というふうな位置づけではございますけれども、いずれ実際的に災害が発生した場合に、一番

身の安全を確保するための行動をとれる、またはそれを周知できる組織だというふうに認識して

ございますので、それらに対する支援については、役場側としても、町としても率先して対応す

るような形で考えさせていただきたいと思っております。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   升沢博子議員。 

７ 番（升沢博子君） 

   資機材、そういったところの確保、各自主防の組織で防災庫も備えているところもあれば、な

いところも確かにありますけれども、そういったところに支援するような考えはありますか。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   岩渕総務課長。 

総務課長（岩渕毅志君） 

   町独自の予算措置ということではなく、先ほどもお話しましたけれども、コミュニティー助成

制度というものを、助成制度がございますので、それらを活用して、きちんとした計画等を出し

ていただきながら、その中で対応することは可能だと思いますので、それらを有効に活用させて

いただきながら対応できればというふうに思ってございます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   升沢博子議員。 

７ 番（升沢博子君） 

   ２つ目のところで、高齢化によって要支援者というところで、今、担当課は違いますけれども、

そういった個別計画もつくっているところでありますけれども、ちょっと私も同僚議員が事前に

そういった質問もしておりますけれども、非常に難しい問題だというふうに思っております。や

はり各そういった、今、課長がおっしゃったように、自分の身は自分で守らなければ、家族とい

うことが先に、優先になると思います。ですが、これは国がそういった支援、法律を改正して、

そういった名簿を作成、そして同意を得て支援するようにという国の施策としてそういうふうに

示されたわけなのですけれども、それをやはり実際に支援するのは区長あるいは民生委員ではな

いと思うのですよね。そういった災害のときに、やはり地域のそういった人たちがお互いを支援

する支援者として名前を挙げなければいけないと、そういう個別計画になっていくと思うのです

けれども、今の平泉のこの自主防の現状では、やはり地域によって結構格差、区によって大分格

差がございまして、そこを求められても難しいという地域も確かにあると思います。やはり名簿

と言いますと、やっぱり個人情報とそういったところも出てきますけれども、一つ、さっきも例
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に出したわけなのですが、中里地域のまちづくり協議会の中の自主防災クラブということで、そ

の一番小さい単位の中で、その中に防災マップをつくりまして、そして、その地域の中で高齢者、

支援する要支援者を落とし込んでいくというそういった作業を地域としてやっている。これは非

常にすばらしいことだなというふうに感じたところです。ですので、実際の個別計画を名簿をつ

くったにしても、西日本豪雨のときはその名簿自体が金庫の中にしまったままで、実際活用され

なかったということもニュースで伺っております。なので、やはりこうなると、行政がこれはつ

くるものだという、上からの指示でつくるのではなく、やはり自主防災あるいはそういった防災

関係の連携をしながら、そこで、地域づくりとしてそういう援助、支援というのを行っていくこ

とがやっぱり理想ではないのかというふうに思うのですけれども、ちょっとわかりにくい言い方

しましたけれども、そこについて自主防としてどういうふうにお考えか、お願いいたします。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   岩渕総務課長。 

総務課長（岩渕毅志君） 

   確かに実際の災害発生時につきましては、消防団につきましては、これは各自治体の非常勤特

別職になってございます。その中で、実際に第一線での対応をしていただくのは消防団でござい

ます。その他、その際の各身の回り、自分の家庭であったり、近所であったりの対応というよう

なことをしていただくための組織としての役割としては、やっぱり自主防災組織というのは大変

大きな存在になってくるものであるというふうには認識してございます。 

   ただ、個々に強制的な形でやってくださいよという形ではなかなか難しいところがあるようで

ございますので、いずれその組織の代表者が集まる会合の中で、このような形でこういうふうに

なった場合、災害時に近所の方の、家族の方の安否確認等々について、できる範囲内での対応に

ついては、お願いについてはもちろん行政サイドからさせていただくようにはこれからも指導し

ていきたいというふうに思ってございます。 

   ただ、それから、それぞれその地域、自主防災組織のメンバーの方々につきましても、防災力

の向上ということで、いずれ消防団のＯＢの方々がリーダーになっている地区が大半でございま

すので、ある一定の知識はあると。その中でもさらに災害時の知識をつくるための講習会等もご

ざいますので、それらについての講習を受講するための支援等についても対応させていただきた

いというふうには思ってございます。 

   以上でございます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   升沢博子議員。 

７ 番（升沢博子君） 

   各個々の自主防災の取り組みとしては非常に、前にも申しましたけれども、きめ細かな取り組

みをやって、そして、消防本部の主催のサバイバル訓練とかそういうところに自主的に参加した

り、それから、一関独自の防災指導員、ＡＩＤという名称だそうですけれども、そういったとこ

ろに参加をして、非常に力をつけてきている当町の組織もございます。そういったところが横の
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連携がないためになかなかわからないと。やっぱりそこを町として生かして、横の関係をつくっ

ていくのが町の役目ではないかと思いますが、その辺今後取り組みを非常に強く求めるものであ

りますけれども、いかがでしょうか。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   岩渕総務課長。 

総務課長（岩渕毅志君） 

   議員ご指摘のとおりだと思います。いずれ情報共有がなければ、先進的な取り組みをしている

ところは、そこだけがずっとそういう形の災害に対して非常に熱心に対応するというようなこと

になるようなきらいもございますので、いずれその連絡会等を今までは総会等の年１回開催とい

うような状況でございましたけれども、そういう連絡会議の回数をもう少し増やしまして、その

中でさまざまな先進的な情報共有ができるような形の取り組み、それから、その中での自主防災

組織に求める内容等のことも含めて、行政サイドからお願いも含めながら対応させていただくよ

うな形で検討してまいりたいというふうに思ってございます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   升沢博子議員。 

７ 番（升沢博子君） 

   それでは、その自主防の役割についてということは、町の役割としてそこを強く求めて終わり

たいと思います。 

   それでは、次に、２番目のところなのですが、町長のお話している「チーム平泉」ということ

でございますが、よくキャッチフレーズというふうに町長も言っておりますけれども、町民から

「チーム平泉」というのは一体何だろうという形の聞かれ方をいたします。それで、改めて今回

お聞きしたところでありました。 

   ちょっと答弁の中にそれぞれがそれぞれの役割を果たし、持続可能な社会をつくっていく。コ

ンパクトな平泉だからこそできる「チーム平泉」だと。そして、町長のまずお話を聞くというそ

ういった対話の行政だというふうな答弁がございました。私自身、チームといったときに、町の

人たちがみずからも自分たちが、町長が前に役場に何をしてもらうかではなく、自分たちが何が

できるかと、それをまず考えてもらいたいというふうにおっしゃいました。それは本当にそのと

おりだとは思います。ですが、町民自体はやはりこの町をよくするために何かをしたい。そして、

それは何ができるだろうというふうに考えていると思うのです。だから、それをそういうふうに

考えたチームをつくると、町民みずからがそういうチームをつくるというふうに私は解釈してい

たところもありましたし、そういうふうに思っている町民もございます。そこのところを町長は

どういうふうにお考えか。今、ご答弁の中にもありましたけれども、私が考えているところでは

そういうふうに思うのですが。お答えをいただきたいと思います。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   青木町長。 

町 長（青木幸保君） 
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   まさに「チーム平泉」は、今、議員おっしゃっていただいたとおりであります。つまり平泉全

体が一つのチームとなってやるわけです。そのチームには当然それぞれの役割がチームの中にあ

るわけですから、その役割を果たしていただきながら、例えばあるとき、こういった例も出させ

ていただきました。例えば、ホコ天のとき、あのときあるお母さんが車をこう押して、買い物の

あのかごを押して歩いてきたのですが、何だか表でにぎやかな音したから私も参加させてもらっ

たと。いや、町長さん、私こんなときでしかこう参加できないけれども、何もさっぱりまちづく

りまちづくりといろいろなこと言うけれども、参加こういうことしかできないというお話をされ

ました。いや、お母さん、それは違うのですよと、自分できることを参加していただく。例えば、

草刈り機をしょって環境整備に奮闘していただく方もあれば、例えば、講演会にきょうはちょっ

と聞きにいくかなというようなことがあったり、きょうのように、何もできないけれども、ホコ

天に行って何か１つでも買ってくるかな、見てくるかなというそういう自分でできることの参加

が実は１つの町をつくり、「チーム平泉」の全てがその一員になっていくのであるから、つまり

それぞれの果たす役割をきちっとやっぱり自分で、町がどうやっていただけるかも大事ですが、

自分たちも町に対して私ができること、俺ができることは何かなと。ああ、このぐらいならでき

るなということを少しでも力を貸していただくと、それが一つの「チーム平泉」としての全体で

の役割であるはずであります。 

   そんな中で、前段で議論いただいた、先ほどの議論された部分もなのですけれども、例えば、

やはり自主防災のあり方も、地域によってその仕組みが違うわけですよ、正直言って。恐らく議

員はそれをご存じでお話していると私はさっきから理解しているのですが、髙橋伸二議員の先ほ

どの議論もなのですが、恐らく議員はご承知でお話しているのだなということ、うんとつくづく

わかるのです。しかし、町として全く丸投げをしているということではなく、先ほど中里の事例

も出していただきましたけれども、やはり自分の地域には自分の地域の自主防のあり方というの

はあると思います。それをやはり今、連絡会の組織の中で、ああ、あの地域ではこういうのをや

っているのだなと、ああ、こっちではこういうことをやっているのだなと、今の百歳体操もそう

なのですけれども、やっぱり地域によって取り組み方違うのですよね。しかし、それがある意味

で平泉型の、地域型の自主防の組織であったり、百歳体操のあり方であったりというふうになっ

ていくと思うのです。そういったことがその中を横断的に役目を果たしていかなくてはならない

のは、やっぱり先ほど議員からもご指摘あったように、町の位置だろうというふうに、立ち位置

だというふうに思います。そういった意味では、やっぱり「チーム平泉」というのは、老いも若

きもまさに、ここの7,800の住民の方々が一つの地域の中でお互いに連携とられる、そういう町

を皆でつくっていくことによって、今後さらに持続可能な地域ができるという大きな軸になって

いくわけでありますので、そういった意味では、自分たちでつくるチームもあれば、町全体をそ

れを総称しての「チーム平泉」という、総合的にお話させていただければ、そういうことになる

と思います。 

   いずれ、きちっと耳を傾け、目を見、そして目線を同じ位置にするわけですけれども、しかし

ながら、全てできるわけではないのです。ところが、なぜできないのか。やっぱりそういった部
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分もわかりやすくきちっと説明していく、そういう責任は当然あると思います。要望されたもの、

提案されたものを全てがやれるわけではない。そのためには、なぜこれをやるためにはこういう

方法があるのではないかとか、この辺をもう少し検討させていただきたいとか、やはりそういっ

た提案もさせていただくという意味であります。ですから、今後、皆様方のお力添えを賜りなが

ら、そういった「チーム平泉」づくりはさらに熟度を増しながらやってまいりたいと思いますの

で、なお一層のお力添えを賜りたいと思います。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   升沢議員。 

７ 番（升沢博子君） 

   まさに４年間の町長は町政運営を経た上で、今後４年間に向けてチームということを掲げても

おります。先ほど申し上げましたように、今後、非常に町長のカラーというものを全面に出した

アイデア、そして、画期的なそういった、ええ、こんなことと思うことでも私はいいと思います。

やはり町長のトップセールスといいますか、そういった個性的なやり方を私は町長に期待をして、

そしてチームという、私もぜひチームをつくってみたいと思うような町民が１人でも２人でも増

えていくことを私は願っております。それがやっぱり町民総参加ということになっていくのかな

というふうに思っているところでございます。 

   １つ、宮崎県にある綾町という平泉と同じぐらいの町があるのですけれども、昨日その話題が

ありまして、自然豊かな農業の町なのですけれども、町が掲げているのが幸福度120％を目指す

というものを掲げているそうでございます。やはりもちろん財政力やら、そういった尺度もある

のでしょうけれども、町民みずからが幸せを感じる町をつくっていきたいという、そういった首

長がそういうふうにお話を、ちょっとゆうべ聞いたわけなのですけれども、そういった形で町民

がそういうことを感じる、そういった町を目指して今後頑張っていただければというふうに思っ

ております。 

   それでは…… 

議 長（佐藤孝悟君） 

   ここでよろしいですか。 

   次の質問に移る前に、暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時５９分 

再開 午後 １時００分 

 

議 長（佐藤孝悟君） 

   それでは再開をいたします。 

   升沢議員には引き続き質問をお願いいたします。 

   升沢議員。 

７ 番（升沢博子君） 
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   残りの時間を質問させていただきます。 

   それでは、最初の質問に戻りまして、大型投資事業の計画に伴う財源の確保と見通しについて

ということで、先ほど町長より答弁をいただきまして、プライマリーバランスの黒字化につきま

して、大型事業の起債が多額になることから、平成31年、平成32年及び平成33年は赤字となる予

定であるということで、事業終了後に抑制計画を立てているということですが、その抑制計画の

内容はどういう内容か伺いたいと思います。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   岩渕総務課長。 

総務課長（岩渕毅志君） 

   町長のほうから答弁いたしましたプライマリーバランスの黒字化の維持というようなことでご

ざいます。 

   答弁した内容のとおり、平成32年、平成33年については、スマートインターチェンジと社会教

育施設ということで大型事業を実施するというようなことでございますので、この２カ年につい

てはマイナスということになってございます。平成32年度については１億2,500万円の赤字、平

成33年度につきましては６億6,700万円の赤字と。平成34年、平成35年につきましては、それぞ

れ４億5,100万円の黒字、平成35年については４億1,100万円の黒字というようなことで、投資事

業の抑制というようなことで答弁させていただいたところでございますけれども、これについて

今現在この事業について実施しないというような形のものを個々の内容のものは決定してござい

ません。いずれ投資事業でございますので、総合計画の中で見込まれております内容の事業がや

っぱり優先されたと思われます。それらのその事業の実施年度のスライドとか、そういうものに

かえながら対応させていただくというような方法になろうかというふうに思ってございます。 

   以上でございます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   升沢議員。 

７ 番（升沢博子君） 

   それでは、抑制に努めていただくという回答をいただきましたので、次に、公共施設の老朽化

によって、今後維持、補修の関係の増加も見込まれるところでありますが、公共施設総合管理計

画が平成28年３月に示された中で、現在その公共施設の中で30年を超える公共施設が町内どれぐ

らいあるのを把握してございますか。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   岩渕総務課長。 

総務課長（岩渕毅志君） 

   申しわけございません。ちょっと手持ちに持っておりませんので、今ちょっとこの場ではお答

えできかねます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   升沢議員。 
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７ 番（升沢博子君） 

   すみません。通告の中に入れておりませんでしたが、ちょっと私自身のところでわかる範囲の

ところ、もしそうであればということですけれども、ここ何年か平成34年、平成35年、平成36年

ごろに耐用年数を迎えるところが、体育施設の関係が結構出てくるのではないかと思いますが、

中学校の銃剣道場とか体育館あるいは長島の町立体育館とかというところが、現在でも30年を超

えているというところがありますが、それについて間違っていませんか。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   岩渕総務課長。 

総務課長（岩渕毅志君） 

   建築物については、構造によりまして耐用年数というものはまずは決められてはおります。た

だ、この耐用年数も一概に全ての構造物がその年数が来れば使用不能というものではございませ

んので、極力長寿命化に努めながら、小まめな形でのその修繕等を実施しながら長寿命化に努め

て、幾らでもその年数を長く使えるような形で対応していきたいというような形で考えていると

ころでございます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   升沢議員。 

７ 番（升沢博子君） 

   今、課長が言われたように長寿命化と補修を重ねて、管理一覧の中では経過年数と耐用年数と

いうところでは示されておりますけれども、そこはその長寿命化と、そういった処置をしていく

ということでよろしいのですね。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   岩渕総務課長。 

総務課長（岩渕毅志君） 

   それぞれ施設についてのその担当部署がございますので、そちらの部署のほうから毎年度、当

初予算等で予算措置をしていただきながら長寿命化に努めるというふうなことで対応していきた

いというふうに思ってございます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   升沢議員。 

７ 番（升沢博子君） 

   それでは、そういったところも含めて公共施設についての長期総合計画の中に、そういった公

共施設あるいはインフラ、そういったところの更新費用も含めた財政計画も今現在は出ておりま

すでしょうか。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   岩渕総務課長。 

総務課長（岩渕毅志君） 

   今現在で総合計画実施計画に盛り込んでおる施設はまだございません。けれども、そのそれぞ
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れ施設ごとの個別の計画等がございますので、それらを勘案しながら、今後その必要な年度、年

度に予算措置をしていく、総合計画に盛り込みながら、実施計画に盛り込みながら予算措置をし

ていく必要性はあるかと思ってございます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   升沢議員。 

７ 番（升沢博子君） 

   公共施設の管理計画の中で、公共施設とインフラ合わせれば、年間12億8,000万の更新費用が

かかると。公共施設のみでは３億4,000万ぐらいの費用を見込むというところが計画の中で出て

おりますが、今後、平成28年から平成32年までですか、平成33年からの次の計画の中にぜひとも

やはりそういった更新費用も含めた財政フレームというところをきちっと入れていく必要がある

のではないかと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   八重樫まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（八重樫忠郎君） 

   公共施設の修繕等に関しましては、今、私どものほうで、まちづくり推進課のほうで３年ごと

の実施計画をつくっておりまして、その中には例えば中学校の屋根の補修とか、ある意味でいえ

ば、その長寿命化にかかわるものの予算というものは計上しておりますので、全体的な形で各課

で所管しているものが建物あるわけですので、それらを各課のほうから上げてもらって、それら

を実施計画の中に入れて、最終的には総合計画の中に反映していくというような形になろうかと

いうふうに考えております。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   升沢議員。 

７ 番（升沢博子君） 

   公共施設に関しては、そういう形で今後考慮していくというふうに解釈しました。財政調整基

金のことでお聞きします。平成29年度、最高額の基金の積み増しを行い、そして今後その平成33

年、平成34年の時点で６億程度までの取り崩しもあるだろうということですけれども、私自身は

大体15から20％ぐらいの標準財政規模のその基金で妥当であろうというふうには思っております

ので、その辺は見通しの中で立てていって、その後も確かに心配はあるのですけれども、そうい

う形で町民の福祉のためにそういった財源を確保していくという意味では、ぜひ今後とも健全な

財政運営に努めていただければというふうに考えております。 

   でも、いずれ町民は議会の報告会の中でも、今後続く大型事業、ここに関しては町民のその感

覚からいって、13億という、そういったところに本当に大丈夫なのかと。そういったところはや

はり議会としてもそういう不安を町民の不安も感じるところでございます。そういったところを

丁寧な説明を町としては今後とも続けていただきたいと思いますし、担当課でも非常にわかりや

すい財政の説明のところを出しているというのもちょっと目にしたところもありましたので、ぜ

ひ今後ともそういう安定的な財政運営をぜひ、それは自信を持って進めていただければ、そして
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町民に対しても示していただくように、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

   以上で私の質問を終わらせていただきます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   これで升沢博子議員の質問を終わります。 

   引き続き一般質問を行います。 

   通告６番、髙橋拓生議員、登壇質問願います。 

   ２番、髙橋拓生議員。 

２ 番（髙橋拓生君） 

   通告６番、髙橋拓生でございます。 

   それでは、さきに通告させていただきました３題について質問させていただきます。 

   大きな１番、観光振興政策について、町長にお伺いいたします。 

   １つ目として、観光客の入り込み数についてお伺いいたします。 

   ２つ目にして、観光誘致についてお伺いいたします。 

   ３つ目として、観光地受け入れ体制整備についてお伺いいたします。 

   大きな２番の中小企業支援策について、町長に対してお伺いいたします。 

   （１）平泉町店舗リフォーム促進事業についてお伺いいたします。 

   （２）先端設備導入計画の効果についてお伺いいたします。 

   （３）平泉町創業支援ネットワーク会議についてお伺いいたします。 

   大きな３番の定住化施策について、町長にお伺いいたします。 

   定住化対策についてお伺いいたします。 

   （２）空き家対策計画進捗状況についてお伺いいたします。 

   （３）空き家を移住、定住化対策へ活用すべきではないかということに対してお伺いいたしま

す。 

   以上の内容につきまして、ご答弁よろしくお願いいたします。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   青木町長。 

町 長（青木幸保君） 

   髙橋拓生議員からのご質問にお答えをいたします。 

   はじめに、１番の観光振興策についてのご質問であります。 

   観光客の入り込み状況について伺うのご質問にお答えをいたします。 

   本町の平成30年の観光客入り込み状況ですが、本年１月から６月までの観光客入り込み数は

102万6,000人、対前年比5.9％の増となっております。月別の入り込みを見ると、５月のゴール

デンウイークに開催した藤原まつり期間の観光客が、天候不順により大幅に減少したところでは

ありましたが、その他の月においては、前年に比べおおむね増加しており、特にも３月以降の入

り込み数が好調に推移しているところであります。要因といたしましては、今年度は中尊寺金色

堂解体50周年記念や毛越寺本堂落慶30周年の節目の年に当たり、これまで多くのＰＲ活動を行っ
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てきたことや観光客を誘致するこれまでの地道な誘客活動、プロモーション活動が功を奏したも

のと分析しております。また、ことし８月には花巻空港－台湾の定期便が就航したことから、今

後においても訪日外国人観光客の増加につながっていくものと期待しているところであります。 

   次に、観光誘致について伺うについてのご質問にお答えをいたします。 

   観光誘致につきましては、本町の観光関係団体で組織する平泉観光推進実行委員会を中心に、

国内外に向け、観光宣伝誘致活動を行っております。この実行委員会では、東北運輸局や岩手県

観光協会が主催する各都市で開催される観光客誘致説明会、修学旅行誘致説明会などに参加し、

旅行業者や修学旅行を企画する学校に対し、本町の世界文化遺産を中心とした観光宣伝や各種イ

ベント、効率的に町内を周遊できる２次交通、修学旅行向け体験メニューなどの情報提供を行っ

ております。また、国のインバウンド政策により、訪日外国人観光客が全国的に増加しているこ

とから、本町においても関係自治体と連携しながら、台湾や香港などのアジア圏を中心とした国

外プロモーション活動を実施しながら、外国人観光客の誘致に努めているところであります。 

   次に、観光地受け入れ体制整備について伺うについてのご質問にお答えをいたします。 

   観光客受け入れ体制整備については、観光客の利便性や町内を効率よく観光ができるよう、こ

れまでさまざまな受け入れ体制整備を図ってまいりました。増加する外国人観光客に対し、平泉

観光案内所では、英語や中国語に対応できる職員を配置しているほか、７カ国語に対応した音声

ガイドタッチペンの貸し出しや、町内の主要な観光案内版に張りつけているＱＲコードを携帯や

スマートフォンなどで読み取ると、外国語で説明表示される外国語案内など、外国人観光客に対

する受け入れ体制も整えてきたところです。また、平泉商工会と連携しながら、クレジットカー

ド決済ができる端末の貸し出しを行うなど、町内の商店などを利用する観光客の利便性を図る取

り組みもあわせて進めております。あわせて今年度は、滞在型観光の一翼を担うための平泉町ウ

オーキング・トレイル、束稲山ウオーキング散策路の魅力化計画策定に取り組んでおります。こ

の２つのウオーキングコースは、外国人観光客に潜在的に人気のあるコースであることから、関

係機関と連携しながら、有効に活用するための方策についてもあわせて検討をしていきたいと考

えているところです。 

   次に、２番の中小企業支援策についてのご質問の平泉町店舗リフォーム促進支援事業について

伺うのご質問にお答えをいたします。 

   店舗リフォーム促進支援事業は、店舗の増築、改築及び改修に要する費用のうち、50万円を上

限に２分の１を補助するものです。８月末現在、観光商工課及び平泉商工会に寄せられた問い合

わせは６件で、このうち申請のあった２件について交付決定を行っております。改修の内容につ

きましては、客室の空調整備や内装及び厨房の改修となっており、うち１件は空き店舗を活用し

た開業につながっております。今後とも既存事業者の経営を支援するとともに、創業希望者の開

業を促進するための商工業施策の一つとして、平泉商工会との連携をしながら、効果的な事業の

運営を図っていきたいと考えております。 

   次に、先端設備導入計画の効果について伺うのご質問にお答えをいたします。 

   国においては、生産性向上特別措置法の６月施行に基づき、中小企業、小規模事業者の生産性
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革命を実現するための抜本的な対応策を打ち出したところであります。また、この事業を効果的

に運用するための手だてとして、各自治体には導入促進基本計画の策定と本事業を活用する事業

者に対しては、固定資産税の税率をゼロとする条例の制定を促しており、本町でもその制度を円

滑に推進するため、体制を整えたところです。 

   ご質問の先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が設備投資を通じて、労働生産性

の向上を図るための計画であり、認定を受けた事業者は国が行う支援施策の一つである、ものづ

くり・商業・サービス経営力向上支援補助金等の優先採択や補助率の上乗せ、２分の１から３分

の２になるなどの優遇措置の対象となり、あわせて計画に基づき導入した設備等について、特例

として固定資産税の税率が３年間ゼロとなる税制支援等の支援措置を受けることができます。本

事業の運用により、計画的な設備投資に合わせた労働生産性の向上により、町内企業の経営基盤

の強化と先端設備導入による新たな事業展開、さらなる事業後継者の意欲の向上や事業継続につ

いての啓発につながるものと期待しているところであります。 

   次に、平泉町創業支援ネットワーク会議について伺うのご質問にお答えをいたします。 

   平泉町創業支援ネットワーク会議は、町内における創業の促進に向けた関係機関による情報共

有及び意見交換の場として、町、平泉商工会、町内金融機関、日本政策金融公庫及び岩手県信用

保証協会で構成し、立ち上げとなる第１回会議を７月に開催したところであります。この会議を

通して、支援者側がおのおのの役割と支援施策を等しく把握し、町内の商工業の現状やニーズ、

創業支援における課題について、共通認識を図ることができたと認識しております。今後ともこ

の会議を軸としながら、各団体と連携し、創業に結びつくような支援と相談体制の構築を図って

いきたいと考えているところであります。 

   次に、定住化施策についてのご質問の定住化対策について伺うのご質問にお答えをいたします。 

   町の人口は、国勢調査によると、直近の平成27年で7,868人、平成17年では8,819人で、10年間

で約1,000人減少しております。そのうち40歳未満の若者は、平成27年で2,561人、平成17年では

3,240人で679人が減少しており、比率としては71.4％の減少要因を占めております。町を持続可

能な町にしていくためには、そこに住む人が増え、地域で協力し合い、お互いに支え合っていく

ことが不可欠と考えます。70歳以上の人口は増加傾向にありますので、若者の人口流出が町内人

口の減少の主な要因となっているところです。つきましては、若者の定住化に重点を置き、現在

実施している定住促進宅地の分譲、首都圏での移住セミナーによる交流などの施策を推進してま

いります。 

   次に、空き家対策計画進捗状況について伺うのご質問にお答えをいたします。 

   本年度の空き家対策につきましては、特定空き家等の判断をするため、空家特措法第９条に基

づく立ち入り調査を行う予定となっており、現在調査対象の選定や所有者確認の作業を進めてお

ります。本業務については、調査マニュアルの作成を含めた業務を委託し実施することとしてお

ります。この調査結果をもとに空き家等対策協議会を開催し、委員に意見を求め、総合的に検討

した上で特定空き家等を認定し、今後の空き家対策を推進していきたいと思います。 

   次に、空き家を移住、定住化対策へ活用すべきと考えるが、いかがかのご質問にお答えをいた
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します。 

   ことし７月に古民家を改修したリゾート宿泊施設、平泉倶楽部が長島地内でオープンいたしま

した。この施設は一関市内の企業が運営しており、農家民泊の情報発信拠点としての役割も期待

されております。このように民間による空き家の活用を推進していくとともに、空き家バンクの

設置を進めてまいります。 

   以上であります。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   髙橋拓生議員。 

２ 番（髙橋拓生君） 

   ありがとうございました。 

   それでは、大きな１番の観光施策についての再質問に入っていきたいと思います。 

   先ほどの答弁の中で、１月から６月の入り込み数が102万6,000人、前年度対比5.9％増とのこ

とですが、その内訳として、外国人旅行客と教育旅行客の実績をお伺いしたいと思います。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   稲葉観光商工課長。 

観光商工課長（稲葉幸子君） 

   はじめに、外国人観光客の状況でございますけれども、平成29年、前年になりますが、同時期

の状況では１万3,677人であった外国人観光客が、本年１月から６月の状況については１万8,875

人と、5,198人の増、率にして38％の増ということになっております。国別の状況を見ますと、

一番台湾が多いのは例年と同じなのでございますが、特にも特筆すべき内容といたしましては、

韓国が全体の3.9％、前年おいでいただいておりましたが、今年度は２倍であります7.4％という

ことで、順番で申し上げますと、一番多いのが台湾59.7％、２番目に多いのが韓国で7.4％、タ

イからは4.8％、中国から4.4％というような状況となっております。 

   先ほど町長の答弁でも申し上げたように、８月に花巻空港で台湾の就航が新たに定期便化され

たことに伴いまして、台湾からの増加が今後も見込めるというふうに考えておりますし、あわせ

て仙台空港の状況を見ますと、10月の下旬には台北から今まで２便飛んでいた仙台と台北間が２

便から５便に増便となるということもありますので、今後ますます海外からの観光客は増えてい

くものというふうに考えております。 

   次に、教育旅行の内訳についてでございますけれども、平成29年の１月から６月までの教育旅

行の受け入れの人数は３万6,298人でございましたが、平成30年の１月から６月までは３万8,287

人ということで、1,989人増加しております。率にいたしますと、5.5％の増加となっております。

この背景といたしましては、平泉観光推進実行委員会という庁内で観光関係の組織を運営してお

りますが、そこで北海道に向けてキャラバン事業なども行っているところです。実際、学校さん

を伺ってご意見等伺った内容を伺いますと、近々、東京オリンピックが開催となる、それを受け

て、関東方面に行っていた教育旅行については、都内の宿泊費が大変増加しているということや、

なかなか地域学習という面では関東方面は弱いというような内容を踏まえまして、今後は東北地
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方、特にも世界遺産である平泉をぜひ選考の対象にしたいというようなお話を伺っております。

あわせて教育旅行の増加の要因といたしましては、岩手県の東京事務所が大変協力的に動いてい

ただいておりまして、特にも関東方面の多摩市、横須賀市などを中心に強力に誘致活動を行って

いただいているという状況になります。さきの５月15日には、新たに２校が新幹線を貸し切って、

一関のほうに駅のほうに直接乗り入れていただいたというような実績もございまして、２校のう

ち２校とも平泉の観光を中に入れておりまして、文化遺産平泉のあたりを中心に学習をしていた

だいております。 

   以上となります。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   髙橋拓生議員。 

２ 番（髙橋拓生君） 

   ありがとうございます。インバウンド、外国人旅行客につきましては、2019年のラグビーのワ

ールドカップと2020年のオリンピックもあることから、ますます期待するところですし、教育旅

行の北海道が多いとは思うのですが、昨日の震災の影響で来年の動向がちょっと心配だなとは思

っております。ぜひ来年も来ていただければと思います。 

   続きまして、再質問に入りますけれども、観光誘致受け入れ体制整備として、これまでも東日

本復興対策金を活用しながら、さまざまな取り組みをされてきていますけれども、今年度は仙台

空港を活用した訪日外国人観光旅行推進事業を活用しての岩手県北バスのラッピングで、平泉の

中尊寺、毛越寺のデザインが施され、町民とか観光客の目を引く、単なるバス会社のロゴではな

くラッピングによる平泉らしさにより、平泉の宣伝効果が大きいと思われます。また、ウオーキ

ング・トレイルの現地調査が８月27日に行われましたけれども、そのことについてもお伺いした

いと思います。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   稲葉観光商工課長。 

観光商工課長（稲葉幸子君） 

   今、議員がおっしゃられた仙台空港・松島・平泉・花巻線でございますが、開設当時は仙台空

港から松島、平泉までの路線でございました。県北自動車のほうで、あと花巻空港、花巻温泉ま

で現在延伸をさせていただいているところです。なかなか周知というか知名度がないということ

から、まだまだこれからの誘客に力を入れていかなければならないなというふうに考えておりま

して、一つの施策としてラッピングバスというのはこれから大いに宣伝をしていきたいというふ

うに考えております。 

   あわせて別の事業となりますが、仙台空港を活用した誘客促進事業ということで、これは先日

９月上旬に企画コンペを開催いたしまして、事業者の選定を行ったところです。これからの台湾

をターゲットにいたしまして、冬とか春先の誘客ルートの設備、設置などを目的として、これか

ら事業展開をしていきたいというふうに考えております。 

   あわせてウオーキング・トレイルの魅力化事業でございますけれども、これにつきましては、
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先日８月27日に実際ウオーキング・トレイル２コースを町民の皆さんと一緒に歩かせていただき

ました。午前中はウオーキング・トレイルを、午後は束稲山のウオーキングコースを観光関係団

体、農林関係団体、建設関係団体、まちづくりの関係団体、あと、あわせて体育とか健康づくり

の団体の方にもご参画をいただきまして、午前、午後とも20人ぐらいの皆さんから参加をいただ

いて、実際歩かせていただいております。事前に注意点ということで、皆さんに歩いていただく

に当たって、本来持っているそのウオーキング・トレイルやウオーキングルートのところのその

魅力的な資源とかお勧めのポイントは何かということや、関係施設の状況について気づいた点と

か、あと、まちづくりや今後の活用について生かせる点、また、活用や維持管理に係る問題や課

題などについて、事前に確認をいただきたいというような用紙を配りまして、それをもとに歩い

ていただいております。現在その意見につきましては集約をしているところでございますので、

今後これに基づきまして、関係者のヒアリングとかワークショップなどを行っていきたいという

ふうに考えております。事業の完成は12月10日ぐらいを予定しておりますので、次年度以降の予

算編成に反映できればというふうに考えております。 

   以上です。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   髙橋拓生議員。 

２ 番（髙橋拓生君） 

   ありがとうございます。これまでの長年のさまざまな観光振興の政策により、昨年度の入り込

み数は、前年度対比9.7％増の216万人で、ことしの上期が先ほどのように5.9％増の約102万人と

いうことです。これは後期基本計画の平成32年度目標数値の外国人見込み数５万人、観光客数

220万人をことしじゅうに達成すると思われます。また、ことしの３月に作成されました観光振

興計画、平成34年の目標数値の観光外国人入り込み数10万人、観光客数入り込み数250万人に対

しまして、順調な推移であると思います。十分達成すると思われますので、引き続きよろしくお

願いいたしたいと思います。このことにつきまして、見解をお願いいたします。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   稲葉観光商工課長。 

観光商工課長（稲葉幸子君） 

   議員が申されたように、１月からの６月までの上半期の部分については順調に推移をしている

ところです。平泉町の観光施設というところは屋外が中心となっておりますので、大変天候が悪

かったり、あと災害があったりすると、大変な影響を受けるというような背景がございますが、

これまでの誘致活動、それから、あの世界遺産の価値などもあわせて皆さんに認識をいただいて

いるというふうに思っておりますので、今後ますます増えてくるというふうに考えております。

あわせて受け入れ体制でございます体制整備についても、皆さんと一緒におもてなしも含めて、

体制を整えていきたいというふうに思います。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   髙橋拓生議員。 
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２ 番（髙橋拓生君） 

   ありがとうございます。新聞報道でありましたが、ことし６月に観光庁が観光教育の実態調査

報告書を取りまとめておりますが、観光教育について今後一般質問で、今後の議会で取り上げて

いきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

   それでは次に移りまして、大きな２番の中小企業支援対策、支援策についての再質問に入りま

す。 

   先端設備導入計画についてであります。 

   答弁にもありましたが、国の生産向上の特別措置法に基づき、当町でも８月１日付で先端整備

導入計画を制定していただきました。その計画申請が認定を受けた事業者は、国が行う支援策の

ものづくり・商業・サービス経営力の向上の支援補助金の優遇措置の対象となり、導入の設備な

どの固定資産税を３年間免除されるという新制度という答弁でしたが、現状１件の申請というこ

とですが、このすばらしい制度をどのように周知していくのかを教えていただきたいと思います。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   稲葉観光商工課長。 

観光商工課長（稲葉幸子君） 

   この制度につきましては、特別措置法ということで時限立法の施策というふうになっておりま

す。平泉町では商工会と協力をしながら、１つ目は、平泉町のホームページに掲載をさせていた

だいておりますし、２つ目といたしましては、平泉商工会のフェイスブックのほうで周知を図っ

ているところです。あわせて岩手県の商工会連合会が発行いたします会報誌「商工会いわて」と

いうものがありますが、その３月１日号と６月１日号のほうに、この事業の内容が詳しく掲載さ

れておりまして、この会報誌については町内の商工会の会員の皆さんにも配付をされているとい

うことで、商工会から伺っているところです。 

   あと、あわせて支援機関というものがありまして、これは平泉商工会とか町内の金融機関がこ

れに当たるわけですが、窓口での相談の際には、この制度について周知を図っているというふう

に伺っております。 

   あわせて今後の予定ですが、平泉商工会ではこの特別措置法に係る相談会ということで、導入

計画の策定方法につきまして支援を行うということで、相談会の形でこれから10月に事業を行う

というふうに行っております。 

   なかなかこの導入計画というものは、町内１事業者のところで策定をして認定をいただいてい

るところですが、多岐にわたり、また内容も大変難しいというか、記載が難しいというふうに伺

っておりますので、専門家のやはり知識を有した方が支援することによって、効果的な計画がで

きるものというふうに認識しております。商工会、それから平泉町、金融機関等もあわせて周知

に力を入れていきたいというふうに考えております。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   髙橋拓生議員。 

２ 番（髙橋拓生君） 
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   ありがとうございました。 

   続きまして、３月議会でも取り上げましたが、中小企業庁によりますと、現在70歳以上の経営

者が今後10年で全体の６割、その半数は後継者が決まっていない現状とのことです。当町でも同

じ傾向でもあると思われますが、世界遺産登録後の平成24年度以降は、開業数が廃業を下回って

いる状況です。当町では、先ほどの答弁でもあったとおり、店舗リフォーム促進補助、創業支援

ネットワーク会議の創設、空き店舗対策補助などの他の行政以上にさまざまな中小企業支援策を

取りまとめておりますが、さらに産業基盤の強化、地域産業の持続化を図る目的で、県内でまだ

制定されていない、３月議会でもお話ししましたけれども、小規模企業振興基本条例の制定を提

案させていただきました。現在の進捗状況を教えていただきたいと思います。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   稲葉観光商工課長。 

観光商工課長（稲葉幸子君） 

   今、議員からお話がありましたように、ことしの３月会議でこの基本条例の制定についての考

えはあるかということでご質問をいただいたところです。この間、観光商工課内、それから商工

会ともいろいろ協議をさせていただいております。若干、県内の状況、全国の状況を申し上げま

すと、県内では一関市、北上市、宮古市の３市がこの事業をこの振興計画を策定しているという

ふうに伺っておりますし、また、全国商工団体連合会の調べの中で、平成18年６月、この６月の

発表では、全国で363の自治体がこの振興計画を策定しているという状況にあります。全体の自

治体からの割合を見ますと、約２割のところで条例が制定されているというような状況でござい

ました。平泉町でもいろいろな商工会施策、それから中小企業施策などをこれまで銀行さん、そ

れから商工会といろいろ検討してまいりました。この小規模企業振興基本条例の制定につきまし

ては、年度内にできれば制定をしたいということで、今、課内で準備を進めているところです。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   髙橋拓生議員。 

２ 番（髙橋拓生君） 

   ありがとうございます。私もホームページ等で北上、一関の政策を見させていただきましたけ

れども、北上、一関は産業振興条例ということで、小規模基本条例ではなく、少し大枠というか、

ざっくりしたものみたいですが、私が３月に言ったお話は小規模企業基本条例ですので、岩手県

ではまだ取得しているところはないと、商工会には聞いていますので、先ほどの３月までに作成

予定ということをお聞きしまして、どうぞよろしくお願いしたいと思います。中小企業の基盤強

化と創業支援策などを引き続きよろしくお願いしたいということを申しまして、中小企業の支援

対策に対しては終わりたいと思います。 

   続きまして、次の大きな３番の定住化政策の再質問に入りたいと思います。 

   定住化促進住宅分譲地の現状の状況についてお伺いしたいと思います。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   八重樫まちづくり推進課長。 
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まちづくり推進課長（八重樫忠郎君） 

   今現在うちのほうで進めている中尊寺の第３駐車場の分のことかと思われますけれども、３区

画のうち、昨年１区画売買契約したところでございまして、今、着工しているという状況です。

あと２区画につきましては、10件ほどの問い合わせございましたけれども、まだ契約に至っては

いません。ただ、消費税増税等ありますので、問い合わせの方々が皆そのことを申しているので、

契約に至るんではないかというふうには考えておりますけれども、ちょっと引き続きそこにつき

ましては様子見ていかなければいけないかなというふうに思っております。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   髙橋拓生議員。 

２ 番（髙橋拓生君） 

   続きまして、社会教育施設整備計画により、花立にあります公民館が移転しますし、花立地区

にありました平泉町体育館跡地と今取り壊しています長島にある小島小学校の跡地が町有地であ

ると思いますが、それに対しまして、定住化対策の活用をその部分で活用はできないでしょうか。

見解をお伺いいたします。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   八重樫まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（八重樫忠郎君） 

   小島小学校につきましては解体したところでございます。それで、庁舎内であそこの土地利用

に関しましては、関係課で協議はしております。それで、まとまった土地ではあるのですけれど

も、比較的眺望等が余りよくなかったりする部分もありまして、どのような活用があるのかとい

うことで検討しておるところです。できれば町とすれば、宅地等になればいいのですけれども、

なかなかちょっと向かないのではないかという庁舎内の意見もありますので、引き続きちょっと

いい案がまだありませんので、検討を続けていきたいというふうに思っております。できればま

とまった土地なので、その面積を生かせるような形で活用できないかなと思っているのが、当課

の考え方でございます。 

   あと、花立住宅につきましては、今現在お住まいになっている方々もいらっしゃいます。あと

は公民館の移転がもう決定はしておるというところでございますけれども、平成33年、平成34年

にはオープンするだろうと思いますけれども、それを受けまして、あそこがあいてくるという形

になろうかと思います。今現在、花立住宅取り壊した部分もございますので、その地域も含めま

して、関係課と協議しまして、当課のほうであそこの土地利用については考えてまいりたいとい

うふうに思っております。ただ、あそこには世界遺産にもなっております金鶏山の遺跡が隣接し

ておりますので、史跡公園とする部分も残さなければ、恐らくはいけないだろうというふうに考

えております。その部分を文化遺産センター、世界遺産推進室とも協議の上ですが、残った地区

につきましては、当課の方針としましてはできれば宅地分譲をしていきたいと。ただ、公民館と

体育館跡地につきましては、この後の平成33年度からの総合計画の部分に掲載していきたいとは

思っておりますけれども、場所等に関しましては、今現在まだ検討中でございますので、今のこ
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の災害等を鑑みますと、あの花立住宅の跡地というところもその体育館等の候補地になり得る可

能性もあるかと思いますので、その辺につきましては、町民の皆様、議会の皆様のご意見を伺い

ながら、慎重に判断していきたいというふうに考えておるというところでございます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   髙橋拓生議員。 

２ 番（髙橋拓生君） 

   ぜひ有効な活用方法をお願いしたいと思います。 

   続きまして、質問の関連としてですが、当町は世界文化遺産登録地でありまして、ほかより厳

しい景観条例を制定しておりまして、文化財を保護しているということですが、世界遺産の採択

条件でもありますので、町民から多く出ています緩和するということは厳しいとは思いますけれ

ども、町民の意見として、手続が複雑、費用が高騰すると多く聞いております。新たな緩和策と

して、住宅改善関連政策が必要と考えております。これまでの議会で住宅関連事業の中で、請願

採択で２度ほど採択されましたけれども、町長は検討するというお話ではおりましたけれども、

現在の進捗状況をお聞かせ願いたいと思います。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   高橋建設水道課長。 

建設水道課長（高橋誠君） 

   住宅関連事業に対する補助につきましては、前から検討したいというお話はしてございます。

具体的な検討についてはこれからでございますけれども、景観に特化した対策に対する補助、そ

れだけということではなくて、もう少し広い観点からの検討をしたいというふうに思っておりま

す。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   髙橋拓生議員。 

２ 番（髙橋拓生君） 

   ぜひよろしくお願いしたいと思います。今議会の補正予算の中で、生活再建住宅支援補助と景

観形成補助の補正予算が載っておりましたけれども、さきの議会による４課16事業にわたる複雑

でわかりにくい部分を広報、ホームページでわかりやすくしていただいたために、業界の方が言

っておりましたけれども、使えるようになったということですので、十分成果があらわれている

と思いますので、今後も引き続きよろしくお願いいたしたいと思います。 

   続きましての再質問に移りたいと思いますけれども、移住・定住化景観条例に基づく建築申請、

発掘調査など多岐にわたっておりますが、住民が少し難しく困惑していると思われます。担当課

だけではなくて、総合的なアドバイスとして、一元化でコーディネート的なものを用意していた

だき、町民の相談、複雑な手続などをアドバイスする必要があると私は考えます。例えば再任用

制度などを使いながら、総合的なアドバイザーの担当を置いていただきたいと私は考えますが、

そのことについての見解をお伺いしたいと思います。 

議 長（佐藤孝悟君） 
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   岩渕総務課長。 

総務課長（岩渕毅志君） 

   人事管理の如何というような形でのお答えになろうかと思いますけれども、再任用制度をうち

のその実施されている状況でございますので、今後そういう形のその業務もそういうその再任用

された職員の分担事務になる可能性はあるかと思いますので、その辺につきましては検討させて

いただきたいと思います。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   髙橋拓生議員。 

２ 番（髙橋拓生君） 

   経験を有する定年をされたベテランの方々は、その対応力があると思いますので、ぜひそこら

辺の検討をよろしくお願いしたいと思います。平泉は世界遺産登録地として、ほかの町とは際立

って違っていると思います。先ほどのコーディネート制度を設置していただき、丁寧な住民サー

ビスを行っていただきたいと思います。 

   最後になりますけれども、青木町長の２期目となりましたが、立候補の公約的なものとして、

新聞報道でもありましたけれども、町長のお話として、町を出た若者が戻れるように企業誘致を

し、雇用を確保しながら、歴史と文化を感じられる町に住みたい移住・定住対策に努めてまいり

ますというお話がありました。観光地平泉の特徴的な政策の農業、観光、商工業の連携をと考え

ております。町長の施政方針にもありましたけれども、あとまた全国的にも重要政策の企業誘致、

移住・定住化対策につきましても、町長に改めてお考えをお聞きしたいと思います。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   青木町長。 

町 長（青木幸保君） 

   ただいま議員がおっしゃられたそのとおりでありますが、その中においては、やはり従来以前

もお話ししてまいりましたが、ご答弁させていただきましたが、やはり定住化進めるためにもや

っぱり働く場所という、全てではありませんが、やはり働き場所の確保、そこに若い人たちがこ

こに定住していただくためにはやっぱりそうした場所の確保というのは非常に重要な課題であり

ます。と同時にやはり中学校の生徒さんたちと懇談させていただいた時点でも、ぜひ私たちはこ

の平泉に戻りたいのだと。そのためにはぜひその働く場所の確保をお願いしたいというお話も最

重要課題として私も受けとめた経緯があります。 

   しかし、その中でやはり今度は企業を来ていただけるためには、そこで働く人たちのその子育

て支援であったりという幼稚園、保育所の問題があると思いますが、やはりそういった部分での

町での取り組みというのは、やはり企業がこの町を目指していただくためにもそういった意味で

は大変重要なことだと思います。来ていただく、そこで働く人たちまでのてあてが、やっぱり町

としてやっぱり子育て支援を、そして子育てのしやすい、そういう地域を町であるということを

やっぱりＰＲしていく、それを前面に押し出していくというのは今後、特に定住化対策では大変

大事なところだというふうに認識いたしております。今後そういった意味では、企業誘致等の中
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でもそういった部分も前面に出しながら、地域平泉への定住化をさらにＩターン、Ｕターンも含

めながら進めてまいりたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしたい

というふうに思います。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   髙橋拓生議員。 

２ 番（髙橋拓生君） 

   町長、ありがとうございました。 

   以上で私の一般質問をこれで終わります。どうもありがとうございました。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   これで髙橋拓生議員の質問を終わります。 

   暫時休憩といたします。 

 

休憩 午後 １時５９分 

再開 午後 ２時１５分 

 

議 長（佐藤孝悟君） 

   それでは再開いたします。 

   通告７番、阿部圭二議員、登壇質問願います。 

   ３番、阿部圭二議員。 

３ 番（阿部圭二君） 

   通告７番、阿部圭二です。 

   それでは通告に従って、質問させていただきます。質問は３点です。 

   町道改修について。 

   町道森下線の舗装について、以前から地元からの要望が出されているが、その見通しについて

伺う。 

   ２点目、小中学校などの教室への冷房機器の設置について。 

   ことしの猛暑は深刻で命にかかわる危険な状況でした。地球温暖化の影響と言われ、今後も暑

い状況が続くと思われます。子供たちの命にかかわる重大な問題であり、学校教室等への冷房機

器の設置が必要と考えるが、認識を伺う。 

   ３点目、インターネット環境について。 

   インターネットの光回線が設置されてから、観光を重視している当町として、ネット会社等と

もに協力し、引かれていない地域への早期の設置を図るべきと思うが、どう考えるか。 

   以上、お願いします。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   青木町長。 

町 長（青木幸保君） 
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   阿部圭二議員からのご質問にお答えをいたします。 

   はじめに、町道改良についての質問の町道森下線の舗装については以前から地元からの要望が

出されているが、見通しはのご質問にお答えをいたします。 

   町道森下線の舗装につきましては、平成29年９月に要望書が提出されておりますし、第１行政

区の地域課題要望の優先順位の１番目として提出されているところでございます。町道森下線の

延長は約180メートルで幅員も狭いことから、道路改良後に舗装工事を実施すべきものとして捉

えております。道路改良事業には、この路線以外に請願、陳情を受けている未整備路線も多数あ

り、優先順位は生活用道路としての利用度、危険度、費用対効果等によりランクづけしておりま

す。このランク上位の生活路線から順次整備を進めているところであります。町道森下線につい

ては、今後５年間の実施計画には記載されておりませんが、実施時期につきましては、町全体の

道路行政の中で検討してまいりたいと思います。 

   次に、２番の小中学校の教室への冷房機器の設置についてのご質問、ことしの猛暑は深刻で命

にかかわる危険な状況でした、地球温暖化の影響と言われ、今後とも暑い状況が続くと思われる

が、子供たちの命にかかわる重大な問題であり、学校教室等への冷房機器の設置が必要と考える

が、認識を伺うのご質問につきましては、後ほど教育長から答弁をさせます。 

   次に、３番のインターネット環境についてのご質問であります。インターネットの光回線が設

置されてから、観光を重視している当町として、会社とも協力し、引かれていない地域への早期

の設置を図るべきと思うがのご質問にお答えをいたします。 

   急激に進む情報化社会の中、当町では平成20年２月から県道三日町瀬原線、旧国道４号沿いを

中心とした平泉地区の一部地域で、ＮＴＴ東日本の光回線の提供が開始されました。その後、町

内のサービス未提供地域でもエリア拡大を望む声が多く、町では民間通信事業者に対してエリア

拡大の要望を行い、サービス未提供地域での意向調査の結果を踏まえ、平成24年３月から長島地

域などにも拡大されることとなりました。 

   光回線の未整備地域については、基幹設備からの距離や見込まれる利用者数などにおいて、採

算性を確保することが難しい地域であると、民間通信事業者が判断し、整備が進んでいないのが

現状です。光回線の基盤整備に係る国の補助事業はあるものの公設公営型や公設民営型による整

備では、設備投資に膨大な費用がかかるだけでなく、設置後の維持、修繕費などのランニングコ

ストによる財政負担なども懸念されます。そのため、町としては光回線の整備につきましては、

民間通信事業者による整備を基本と考えており、今後も民間通信事業者に対し、継続してエリア

拡大の要望を協議を行ってまいりたいと思います。 

   以上であります。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   岩渕教育長。 

教育長（岩渕実君） 

   ２点目の小中学校などの教室への冷房機器設置についてのご質問にお答えいたします。 

   ことしの夏は、例年にない猛暑が続き、来年以降も猛暑が続くことが想定されています。学校
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教室等への冷房機器の設置の必要性については、十分認識しているところであります。文部科学

省では、全国の公立の小中学校の普通教室への空調設置率は、全国平均で49.6％にとどまってお

り、これまで建物の耐震化などに重点を置いてきていますが、猛暑対策は急務となっており、エ

アコン導入の必要性を強調しております。町内小中学校の普通教室等への設置には、総額約

7,000万を要すると見込まれており、町単独事業による設置は相当困難であり、国庫補助事業の

導入により、整備を進めていきたいというふうに思っております。国庫補助事業が採択となれば、

費用負担については、国が３分の１、自治体が３分の２となっており、町の負担軽減が図られま

す。しかし、事業費の３分の２費用の捻出をはじめ、維持管理費用については補助事業等が見込

めないことから、エアコン稼働のための夏季の電気料金の増加や点検費用等、設置後の財政への

負担も考慮しなければなりません。このようなことから、国庫補助事業の導入を目指しながら、

夏場の熱中症対策にはよりきめ細かな対応に努めてまいりたいと思っております。 

   以上です。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   阿部圭二議員。 

３ 番（阿部圭二君） 

   それでは通告に従って、再質問のほうをさせていただきます。 

   まず、確認というか質問というか、第１点としましてちょっとお聞きしたいのでありますけれ

ども、森下線の舗装工事について、前向きの答弁と考えておりますけれども、２代も３代も前の

区長から、町や議員との懇談会等で10年も前から要望してきた件なのであります。そして、昨年

９月に要望書を先ほど言いましたけれども、出されましたけれども、この答弁でいきますと、今

後５年以内には舗装はされないという認識でよろしいのでしょうか。お聞きします。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   高橋建設水道課長。 

建設水道課長（高橋誠君） 

   現在の計画では５年以内の舗装は無理だろうというふうに考えてございます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   阿部圭二議員。 

３ 番（阿部圭二君） 

   大変残念ではあるのでありますけれども、予算等がありますので、大変だなと思いつつも次の

質問にいきたいと思いますけれども、この森下の道路は昔から住民が通りやすい道路として、住

民が利用してきたわけです。この道を利用している人数や台数というのはどれぐらいと把握して

いるのでしょうか。お聞きします。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   高橋建設水道課長。 

建設水道課長（高橋誠君） 

   詳細の交通量調査してございませんので、現在は数量については把握してございません。 
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議 長（佐藤孝悟君） 

   阿部圭二議員。 

３ 番（阿部圭二君） 

   私もずっと調査したわけではないのでありますけれども、ある程度あの近くの住民と軒数と調

査というか、少しチェックを入れた結果なのでありますけれども、大体、衣川も含めると、平泉

15軒ぐらいと衣川で５軒ぐらいで大体二十数軒ぐらいになるのですけれども、全部の方が道路を

通るというわけではないので、一日あたり20台か30台が多くてもそれぐらいではないかと判断で

きるのです。ただ、全ての方がその地域の方というわけではないんで、一概には言えないのであ

りますけれども、そういう点で費用対効果というか、そういう部分ではあの舗装というのはかな

り低くなるのかなと思うのです。この森下線の近くには、宅地造成された土地なんかあるのです

けれども、五、六棟ぐらいの宅地があります。場所としてはそんな悪い土地ではないわけなので

すけれども、学校には近くはないのですけれども、バイパスがすぐ近くで、高速道路のインター

もそば、会社もすぐ近くにありますし、それからいうと、現在造成を行っている中尊寺駐車場と

か柳之御所なんかの土地よりいい土地のように思えるのですが、八重樫まちづくり推進課長、ど

うですか、そうは思いませんか。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   八重樫まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（八重樫忠郎君） 

   いい土地だと言われれば、そのとおりかとは思いますけれども、道路整備とその近隣のかかわ

りについては、ちょっと道路整備すれば、その土地がよくなるというのはそのとおりで、固定資

産税も上がっていくことにはなるわけですけれども、トータル的な判断をしていかなければいけ

ないのだろうなというふうには思います。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   阿部圭二議員。 

３ 番（阿部圭二君） 

   なかなかあの道路を整備したからすぐに宅地になるというわけではないわけですけれども、同

僚議員も言いましたけれども、そもそも地域予算が少ない、1,000万というのは少ないというの

は、同僚議員も言っていたとおりなのですが、予算的に増やせないという部分もあるのかもしれ

ません。できるだけ増やしてほしいというのは私の希望でもありますけれども。この森下線の舗

装をする費用というのはどれぐらいを見込んでいるのか。そして地元では簡易舗装でもいいと言

っているのですけれども、簡易舗装というのはないというような話を聞きますが、簡易的な舗装

でもいいと言っているわけですが、どのように考えておりますか。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   高橋建設水道課長。 

建設水道課長（高橋誠君） 

   要望のときに地元の方々から、簡易舗装でもいいですからやってくださいというお話はされた
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ことは事実でございます。ただ、舗装をするとすれば、うちのほうの考えとしましては、最低で

も乗用車がすれ違いできる程度の幅員の確保は必要だろうと。そういう基盤改良した上での舗装

をやると。そういうことを基本に進めていますので、この路線につきましても、その考え方を踏

襲したいというふうに考えております。それで改良舗装となりますと、場所にもよりますけれど

も、大体メーター、二、三十万かかるだろうというふうに思っています。200メーター近くあり

ますので、いろいろ込みで4,000万程度の費用になるかなというふうに考えております。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   阿部圭二議員。 

３ 番（阿部圭二君） 

   あの幅を広げていくという見通しであれば、また話も違うのであるのでしょうけれども、一応、

工事業者に聞きましたら、大体平米１万程度という話は聞いたったのですが、それからいくと、

大体900万ちょっとぐらいな金額なのです、長さ的に言えば。ただ、幅を広げていくという点で

考えれば、また話も別なのですが、ただ簡易的な舗装になれば、さらにその５分の１なり６分の

１なりという金額になると思うのです。本当に台数的に、先ほど言いましたとおり、二、三十台

程度通る程度だという点からいったら、十分簡易的な舗装でも十分いけるのではないかというよ

うな気はしているのですけれども、なかなかすぐに返答というのはもらえないかもしれませんが、

ぜひそのことを考えていってほしいと思うのです。 

   それからもう一点、この部分で最後になるのですけれども、ここの通告には出していなかった

のですけれども、旧４号線の跡地みたいな土地があそこの部分にあるのですけれども、そのまま

現状になっている旧４号線の土地なのですが、そういう部分の土地は町の土地としてなっている

と思うのですが、そのとおりでしょうか。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   高橋建設水道課長。 

建設水道課長（高橋誠君） 

   この旧道につきましては、その旧道を管理している国なり県なり、その管理者の所有物という

ふうになります。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   阿部圭二議員。 

３ 番（阿部圭二君） 

   今回のあの舗装の件とはちょっと違うのですが、あの１区の方々がそういう部分を少し払い下

げていただきたいと、できればその土地を使って、公民館等を建てていきたいんだというような

話もしていたんで、町側としてもちょっとそういう部分を少し考えておいていただきたいなと思

うのであります。あの舗装については、先ほど言いましたとおり、簡易でもいいという部分を含

めて、ぜひ５年と言わず早目な何とかやっていただきたいということを町のほうに言いまして、

次の質問にいきたいと思います。 

   冷房機器の設置のほうなのですけれども、ことしの猛暑は深刻で命にかかわる危険な状況だっ
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たという点というのは、私もそのとおりだと思いますし、愛知県豊田市で熱中症で死亡した１年

生の方がおったのですけれども、その問題というのはどの程度熟知しているというか、しており

ますか。お聞きします。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   岩渕教育長。 

教育長（岩渕実君） 

   熟知というところまでいかないわけでありますけれども、校外活動に出かけていて、ぐあい悪

くして帰ってきて倒れて亡くなったというふうに新聞報道等では報道されていたように思ってお

ります。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   阿部圭二議員。 

３ 番（阿部圭二君） 

   そのとおりではありますけれども、熱射病で死亡した小学校１年生の男子児童でありますけれ

ども、児童は１時間半ほどの虫取りで、先ほど言われましたとおり、校外学習を終えて、11時半

ごろ学校へ戻ったと。教室で意識を失って、教室にはエアコンがなく扇風機４台回っていたとい

うようなことだったのですけれども、このときの大体気温が気象庁の気温の推計で一応出ている

のですけれども、日中の最高気温は37度３分だったそうで、11時半ごろの気温というのは33度４

分だったということで、温度をぜひ覚えておいていただきたいと思うのです。 

   そして、それに付随して質問をしたいと思うのですけれども、ＷＢＧＴについて知っています

か。町では設置しているのでしょうか。お聞きします。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   岩渕教育長。 

教育長（岩渕実君） 

   設置しておりません。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   阿部圭二議員。 

３ 番（阿部圭二君） 

   ＷＢＧＴというのは、暑さ指数だったのですけれども、中学校に１台、たしか設置していたと

いうような話は聞いたのですが、湿球黒球温度、熱中症に関する気温、温度、湿度、輻射、風の

要素を積極的に入れた熱中症に関する温度計といっては何ですが、指数計というのですか、運動

のときなんかにそれが果たして正しいかというのは確かにあるのですが、それを目安にやってい

きたいというようなことは、国のほうの指針でも。値段的には安いものから高いものまであるの

ですが、安いもので5,000円、6,000円ぐらいからあるという話も聞きますので、各教室というわ

けにはいかないでしょうけれども、かなりの数を町としても学校側につけていくというのは必要

だと思います。 

   そして、次の質問にいくのですが、東北ではエアコンの設置率がとても低いのですけれども、
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先ほど教育長が言っていたのですけれども、全国平均では49.5でしたか、49.6％ですか、という

ふうになっているのですが、東北でいくと大体1.1％ぐらいというので、ほとんど設置していな

いような形というのは、平泉町だけではないんだと言われれば、それまでなのではありますけれ

ども、そういう部分で東北は全国から見たら涼しいという判断で低いと考えるのでしょうか。お

聞きします。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   岩渕教育長。 

教育長（岩渕実君） 

   お話のとおり、北海道、東北は全国的に見ても、そう夏場でも気温が高くならないというふう

な地域というふうな形で今まであったのではないかというふうに思います。しかし、最近の猛暑

は東北であってもかなり高温になるというふうなことで、今までの感覚で捉えるというふうなこ

とはいかがなものかということはそのとおりだというふうに思います。小学校で７月３日と８月

23日、これは平泉小学校でありますが、校内の各階、各部屋、全ての部屋ではありませんけれど

も、気温と湿度のデータをとってくれました。７月３日は、外気温、10時で31.2度、午後２時で

33.5度あったわけでありますが、室内、校舎内の各部屋でありますけれども、ほぼ30度を超える

ような状況にありました。休み明けの８月23日、これは外気温の12時でありますが、33.5度、こ

のときにも校舎内の各部屋32度とか、そういうふうな気温になっているというふうなデータをい

ただいております。各学校には扇風機を部屋に２台ずつ設置するという形で今まで対応してきて

いたわけでありますけれども、状況ではそういうことだということで、７月の頭から８月いっぱ

いまで、あるいは９月に入ってもかなり高いところもあるわけでありますが、大体夏休み挟んで

そういう時期にはかなり高温になっているという実態はあるというふうなことは捉えているとこ

ろであります。 

   それから、東北でエアコンの設置がパーセント程度がかなり低いというのはそのとおりであり

ます。近隣のところでも校内全教室にエアコンが設置されている学校もございます。これは学校

を建てかえたときに、いわゆる全く新しく建てかえたときに最初からエアコン設置ということを

設計の中に入れて、そしてつくっていて導入されているというふうなことであります。これまで

も県教委等に何とか設置を、その補助はないのかというふうなことを問い合わせてきたこともあ

りますけれども、後づけは難しいということのようであります。先ほど約7,000万というふうに

言いましたが、普通教室のみであります。これが音楽室とか特別教室まで入れると多分、平泉町

の３校に全て特別教室まで導入するとすれば、当然億を超える予算が必要であると。そういうふ

うなことも大体一教室300万ぐらいかかるそうでありますので、そういう状況にあるというふう

なことであります。 

   よって、先ほど申しましたように、やはり補助があって初めて成り立つのかなというふうに思

っているところでありまして、国のほうでも先ほどもお話あった子供亡くなったというふうなこ

とを踏まえて、何とかしなきゃならないというふうなことは動きはあるようでありますが、その

補助として財務省に文科省が要求をしているようでありますが、あの金額はエアコンのみの補助
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だけではないのであります。ほかの補助も含めてあの形でありますので、果たしてエアコンにど

の程度、それも全国に、ばらまくって大変失礼な言い方でありますが、補助をするとすれば、本

当に全てに回るのかというふうなことが考えられますので、何とか文科省にも頑張っていただき

たいというふうに地方の者としては思っているところであります。 

   以上です。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   阿部圭二議員。 

３ 番（阿部圭二君） 

   本当になかなか予算がかかることばかりと言われそうなのですが、先ほど仙台と、ここではち

ょっと一、二度気温の差があるかもしれませんが、仙台で一応比べると、一応フィリピンのダバ

オと同じだそうで、沖縄とほとんど同じ気温だということで、ここは沖縄と一緒なんだと。夏場

はそれぐらいの気温になるんだということを理解していただきたいと思います。そして、東北で

いうと、青森、宮城、秋田、一応ずっとこうあるのですけれども、岩手県が一番低く、北海道の

次に下から２番目というような部分になっているということはとても同じ岩手県人としてちょっ

と恥ずかしくもあるということを申し上げておきたいと思います。そして、公式文書、これは厚

生労働省で言っているのですけれども、設定温度というか快適に暮らせる温度を30度から28度に

下げたということなのですけれども、一応いろいろ先ほど言われていましたが、この温度の変化

についてはどのように理解していますか。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   岩渕教育長。 

教育長（岩渕実君） 

   まさに地球的な温暖化ではないかなというふうに、その程度しか私は回答できませんけれども。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   阿部圭二議員。 

３ 番（阿部圭二君） 

   なかなか、ただ温度下げただけというような形というのはあるのですけれども、28度というの

は設定温度ではないということを認識していただきたいなと思うのです。一番高くて大変なとき

の気温が28度にしたいというのが厚生労働省の考え方であると。よく設定温度ではないかと思う

ような方もあるのですけれども、そうではないんだということをマニュアルのほうには一応書か

れていますけれども、大人より子供が熱が冷めにくいということがマニュアル自身にも書いてあ

ります。大人と同じような考え方では子供は済まないということも再度認識する必要はあるのか

なと思っております。 

   それだけではないような形というのが、ちょっとこれからの部分で書かれていたのですけれど

も、文部科学省と総務省の統計局が資料を出しているのですけれども、日本の公立小中学校の

2017年の平均教室のエアコンの設置率は先ほど言ったとおりなのですが、そういう部分で大阪の

小学校17校にエアコンを設置して、そのときに成績というか、そういうのをつけたらしいのです
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けれども、0.1ポイントでしたか、一応下がったという話をお聞きしています。エアコンがある

だけで下がるような話というのはお聞きしていたのですが、なかなかそういう部分になっている

と。エアコンがあるだけで違うんだというようなことを認識するべきだなと、我々自身も。 

   そこでなのですが、学習の部分から温度を考えると、アメリカの全米経済研究所というところ、

ＮＢＥＲというところがワーキングペーパーをことしの５月に出しているのですけれども、そう

いう調査というのは聞いたことはありますか。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   岩渕教育長。 

教育長（岩渕実君） 

   ございません。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   阿部圭二議員。 

３ 番（阿部圭二君） 

   私もちょっと驚いたというような話だったのですけれども、先ほど言った文部科学省の2009年

度の中学校でした、小学校ではなくて、14校にエアコン設置したら、全国学力・学習状況調査の

結果で徐々に成績が上昇していったという経緯があったらしくて、それは先ほど言った全米経済

研究所ですけれども、暑さが子供の学習成果に与える影響を分析した研究を発表しているのです

が、教室にエアコンがない場合、年間の平均気温0.6度上がると、学習の効率が下がる分、年間

の学習量が１％失われると。このテストで偏差値が0.032下がるという、一応成績、そういう部

分、偏差値が、それでエアコンがあれば0.025上がるというような数値もあるので、逆にエアコ

ンがあるだけで上がっているって、ちょっと不思議な話なのでありますけれども、そういうこと

が言われているんだということなのです。 

   そこでなのですが、何とか学習のほうに持っていっていただきたいということも含めて、偏差

値という部分ではなかなかそうはならないのですけれども、そういう部分も含めて、何とかエア

コンの設置というのを考えていかなくちゃならないということを私は申し上げたいのであります。 

   そういうことを言いまして、次にいきたいと思いますけれども、光ファイバーの設置について

なのですが、平泉町ではインターネット、Ｗｉ－Ｆｉの環境を整えてきていますけれども、超高

速ブロードバンドなのですが、その普及で戸河内には普及していないというのを聞いているので

すが、その戸河内以外にいっていないところというのは平泉町にあるのでしょうか。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   八重樫まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（八重樫忠郎君） 

   この光ファイバーにつきましては、ＮＴＴのほうで敷設しているものでございます。それで、

一応町内では長島地区は全部一応、字名上はいっておることにはなっていますが、恐らくは字の

中でも届いていないところがあるのではないかというふうに思っておりますが、町のほうでは把

握はしておりません。あと、平泉側としましては、今までＮＴＴで公表をしている字名を見てい



 －52－ 

きますと、達谷窟の奥のほうとかは入っていないんだろうなというふうには思っています。あと

は長島地区、戸河内地区ですね、につきましては議員おっしゃるとおり敷設はされていないとい

うところでございます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   阿部圭二議員。 

３ 番（阿部圭二君） 

   戸河内以外で私は知らないのですが、窟の奥のほうは入っているという話だったので、一応ご

参考までにですけれども。 

   それでは、戸河内に宿泊施設があるのですけれども、利用者の数というのはわかりますか。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   稲葉観光商工課長。 

観光商工課長（稲葉幸子君） 

   今、手元に資料がありませんので、お答えはできかねます。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   阿部圭二議員。 

３ 番（阿部圭二君） 

   一応、ここにある、これは本人、社長さんが言った数字だったのですが、議員懇談会のときに

聞いた数字でありますけれども、宿泊人数は7,000人であるそうです。昼食、お風呂を利用する

昼食休憩の方というのですか、１万3,000人だそうです。かなりの数になっているというのはわ

かると思うのですが、そこを利用した方に光ファイバーはここは入っていないのかというような

ことを言われたというようなことを私自身にも言われたったのですが、大変平泉町民としてとて

も残念な部分なのですが。そして、これは参考までなのですが、岩手県ではかなりの数字が入っ

ているということを一応これは多分総務省の資料だと思ったのですが、固定系の超高速ブロード

バンドと言われているやつなのですが、岩手県内では大体、固定系で96.2％のところで入ってい

ると。ということは、戸河内地区のあの地区はこの3.8％のうちの一つであるというようなこと

ともに、ネット上でちょっと見ていただければいいのですけれども、宿泊施設で入っていないと

いうところがほとんどないということを多分Ｗｉ－Ｆｉ等が使えないなんていうのはあり得ない

んだというようなことを知っておいていただきたいと思うのです。それぐらい今Ｗｉ－Ｆｉ環境

は当たり前になっていると。そう考えたときに確かに戸河内に宿泊施設をやっている方が、うち

のところは何でないんだというようなことを言う気持ちもわからんでもないなというふうになる

わけです。 

   そしてなのですが、大体これぐらいの話にはなるのですけれども、ずっと平泉町は観光に対し

てずっとやってきたわけなのですけれども、確かに、ほら、ここだけ使えないというような部分

というのはあってはならないと思うのですよ。そのためにはまた、先ほど町長も言っていました

けれども、業者へかなり強く言っていただけるというようなこともお願いしたいなと思うし、で

きるだけそういう環境をつくっていきたいなと私自身も思うのですけれども、その宿泊施設の方
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がその話を役場の方から何か聞いたようなのですけれども、一応そのネット環境についてだった

らしいですけれども、どのようなことをその宿泊施設の方に言ったのか、誰かわかりますか。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   八重樫まちづくり推進課長。 

まちづくり推進課長（八重樫忠郎君） 

   しづか亭さんからはご相談はありました。うちの課だけではなくて観光課にもあったようでご

ざいます。それで、ちょっと認識の違いがあるのですけれども、Ｗｉ－Ｆｉが使えないわけでは

ございません。ただ、光回線というのが普通秒速で50メガほど送れるＡＤＳＬと違って200以上

送れるというので、スピードが違うということでございます。ですから、Ｗｉ－Ｆｉが使えない

ではなくて、集中するに当たってＷｉ－Ｆｉが遅くなっていくということでございます。観光客

の皆さんが結構一時的に集中なさるようで、それでＷｉ－Ｆｉが遅くなる、もしくはつながらな

いということが起きているという相談で、町では今まで光回線を入れてきているんだから、ぜひ

戸河内にも入れてほしいという話でしたので、そこはちょっと誤解がありましたので、町で入れ

てきているところは残念ながらございませんので、町ではＮＴＴが敷設する場合にエリア拡大を

するというときにであれば、その欲しいところ、もしくはエリアで広げてほしいというところが

あるかということに対してのアンケート調査を行ったということでございました。その中でそれ

らを判断して、ＮＴＴのほうで採算性とかを考えまして敷設したというのが現状になっておりま

す。 

   ですので、町としても、しづか亭さんが非常に頑張っていただいているというのは認識してお

ります。ですので、例えば光ステーションとかを置くとか、Ｗｉ－Ｆｉのモバイル化をしていく

というようなことはどうだろうかとか、そのような形で言っておったのですけれども、やはり光

回線は持ってきてほしいということが要望にはあるようです。ただ、光回線につきましては、先

ほど町長がお答えしたところですが、国の補助事業はございますが、それらを使って入れておる

というところはほとんどないというのが現状でございます。当然、平泉町の場合はございません

が、千万単位でかかってくるお金と、あとはさらにランニングコストもかかってくるということ

ですので、基本的には民間事業者のほうにお願いしたいというふうには思っております。 

   今現在ＡＤＳＬで使っておるわけですけれども、ＡＤＳＬのサービスというものが2023年１月

31日に終了する予定になっています。このときには国では代替として何か考えていきたいという

ことを考えておるようでございまして、今、光回線は有線ですけれども、いずれ有線ではない無

線高速通信というものを国で考えておるということのようですので、ちょっとそのときまで待っ

ていただくというのは非常に申しわけはございませんが、町としてはなかなか町で費用を入れて

敷設していくというのは難しいという状況ではございます。 

   以上です。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   阿部圭二議員。 

３ 番（阿部圭二君） 



 －54－ 

   大変詳しい説明ありがとうございます。なかなか地域によって情報格差があるというのは、本

当これは行政の責任になると思いますので、できるだけそういう形でも早期設置というような形

というのは持っていってほしいと思うのです。ちなみになのですけれども、ここの近辺では遠野

では合併特例債を使って全戸にインターネットを引いたという事例もありますし、藤沢町では全

戸に光ファイバーを設置したのですが、難聴地域だったので、その分の補助金をつけて一応全戸

にインターネットを引いたというような経緯はありました。あと、最近では千厩では利用者の名

前を書いたというか署名したような形にして、どれぐらいの利用者があるのかというような部分

を書き出して、それでインターネットを引くというような、そういう要望をしているというよう

な話もお聞きしていますので、なかなか確かに難しいことで金もかかることなので、本当に大変

なことだとは思いますが、ぜひ情報格差ないような形に持っていっていただきたいと思います。 

   それから最後になりますけれども、一番最初の森下線の部分というか、１区のことなのですが、

何ていうのですか、あの田んぼに行くような道路というか、そういう道路が崩れたときに一応、

役場に電話したら、ここは平泉ではないんだというような話を言われて、奥州のほうに連絡した

というような話で、そうしたら次の日、直していただいたというようなことで、その後、要望と

いう点で平泉町のほうにも出したと思うのですが、あの田んぼに行く橋桁の近くの崩れた部分と

か、あと、フタバの山の上のほうに住んでいる方の道路直したりとかという部分も、平泉町の方

が役場のほうでやっていただいたということを区長が言って喜んでおりましたので、その部分で

大変ありがとうございました。 

   以上をもって終わりにします。 

議 長（佐藤孝悟君） 

   これで阿部圭二議員の質問を終わります。 

   以上で通告された一般質問を終わります。 

 

議 長（佐藤孝悟君） 

   これで本日の日程は全て終了しました。 

   なお、次の本会議は９月14日午前10時から行います。 

   本日はこれで散会します。 

 

散会 午後 ３時００分 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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